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説

序
ー
l
問
題
意
識

論

か
つ
て
発
表
し
た
助
手
論
文
に
お
い
て
、
従
来
の
日
本
の
債
権
侵
害
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
法
の
一
部
分
(
ド
民
八
二
三
条
一
項
)
の

強
い
影
響
を
受
け
た
た
め
に
、
比
較
法
的
に
は
か
な
り
特
殊
な
地
位
に
あ
り
、
「
不
法
行
為
法
に
よ
る
契
約
の
対
第
三
者
保
護
」
と
い
う
観
点

か
ら
見
て
保
護
は
薄
き
に
失
す
る
こ
と
、
他
方
で
、
わ
が
立
法
者
た
ち
は
、
契
約
侵
害
に
対
す
る
保
護
に
積
極
的
な
イ
ギ
リ
ス
の

F
Z
B
}
弓
〈
・

の
苫
の
法
理
を
既
に
継
受
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
参
照
に
値
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
及
び
大
陸
法
(
フ
ラ
ン
ス
法
・
ド
イ
ツ
法
)
を
も
含

め
た
比
較
法
的
動
向
に
徴
す
る
と
、
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
も
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
契
約
の
保
護
は
従
前
以
上
に
推
し
進
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

弘
主
、
1
l
 

本
稿
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
法
の
近
時
の
動
向
を
紹
介
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
日
本
法
と
関

連
の
薄
い
ア
メ
リ
カ
法
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
単
な
る
比
較
法
的
関
心
か
ら
旧
稿
を
補
充
す
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
以
下
の
事
情
に
も
起

因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
労
働
法
の
分
野
は
別
と
し
て
法
理
が
比
較
的
固
定
化
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
法
と
は
対
照
的
に
、
ア
メ

リ
カ
法
(
と
く
に
学
説
)
に
は
近
時
流
動
化
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
火
付
役
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
】
白
老

h
w
R
。ロ。
B
-
2

の
潮
流
の
こ
の
分
野
へ
の
波
及
で
あ
り
、
効
率
的
契
約
違
反
(
丘
町
在
ゆ
え
官

g与
え
の

O
E
3
2
)
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
契
約
侵
害
の

不
法
行
為
に
つ
き
限
定
的
な
解
釈
論
が
示
さ
れ
た
〔
従
っ
て
わ
が
国
の
従
来
の
通
説
・
判
例
の
立
場
に
近
い
と
言
え
る
〕
た
め
に
、
そ
の
評

価
を
め
ぐ
り
、
賛
否
両
論
の
興
味
深
い
議
論
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
契
約
保
護
を
主
張
す
る
私
の
立
場
か
ら

こ
れ
ら
の
見
解
を
考
察
し
、
ま
た
私
見
を
再
検
討
す
る
と
い
う
必
要
性
を
感
じ
た
次
第
で
あ
お
r

ま
た
第
二
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
わ
が
国
と

同
じ
様
に
、
従
来
の
不
法
行
為
法
の
関
心
は
、
主
と
し
て
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
な
い
し
無
過
失
責
任
な

E
2
-
E
E
-
-
q
)
に
注
が
れ
て
い
た
が
、

近
時
莫
大
な
賠
償
額
で
注
目
を
浴
び
た
叶

a
m
8
2
8
に
よ
り
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
法
理
は
一
躍
ホ
ッ
ト
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
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い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
枠
内
で
は
把
握
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
法
理
の
特
殊
性
ゆ
え
に
そ
の
理
論
的
位
置
づ
け

が
問
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
債
権
侵
害
の
判
断
枠
組
を
考
え
る
際
に
も
有
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
侵
害
の
判
例
法
を
概
観
し
(
ニ
)
、
次
に
、
学
説
の
近
時
の
動
向
を
紹
介
し
(
=
ご
、

最
後
に
、

そ
れ
に
対
す
る
私
な
り
の
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い

(四)。

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

(1)
拙
稿
「
『
第
三
者
の
債
権
侵
害
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
八
)
」
法
協
一

O
四
巻
一
号
(
一
九
八
七
)
二

O
二
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
拙
稿
・
同
右
(
一
)
法
協
一

O
二
巻
九
号
ご
九
八
五
)
一
六
四
八
頁
以
下
。

(
3
)
拙
稿
・
同
右
(
九
・
完
)
法
協
一

O
四
巻
七
号
ご
九
八
七
)
九
八
八
頁
以
下
。

(
4
)
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
同
右
(
三

)
1
2ハ
)
法
協
一

O
二
巻
二
一
号
、
一

O
三
巻
一
号
、
二
号
、
三
号
(
一
九
八
五

l
八
六
)
で

論
じ
た
。

(
5
)
私
法
学
会
に
お
け
る
私
の
論
文
報
告
(
一
九
八
五
・
一

O
)
後
に
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
を
背
景
と
し
て
、
樋
口
範
雄
教
授
と
私

と
の
聞
で
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
そ
こ
で
の
私
の
発
言
の
補
充
を
意
図
し
て
い
る
。

(6)
、H，
e内白
g
H
R
・4
・
puロロ
N
C
ロ

no--
叶
∞
和
司

-
N
b
H
H
ω
ω
(
包

C
司・

5
∞
5
・
5
∞

ω・
0
・
ω日
吋

0
3
g
g・
わ
が
国
で
も
、
本
判
決
は
新
聞
で
報
ぜ
ら
れ

(
日
経
一
九
八
五
・
一
一
・
二

O
夕
刊
二
面
、
一
九
八
五
・
一
一
・
二
六
朝
刊
六
面
て
そ
の
詳
し
い
紹
介
と
し
て
、
道
田
信
一
郎
「
契
約
法
の
相

異
と
近
似
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
六
号
(
一
九
八
六
)
一
一
九
l
一
二
三
頁
、
比
較
法
研
究
四
八
号
(
一
九
八
六
)
一
五
二
!
一
五
五
頁
、
同
・
契

約
社
会
ご
九
八
七
)
二
一
頁
、
二
四
七
l
二
六
六
頁
、

K
・
G
-
グ
リ
フ
ィ
ン
「
ぺ
ン
ゾ
イ
ル
対
テ
キ
サ
コ
社
事
件
の
最
高
額
評
決
」
国
際
商

事
法
務
一
四
巻
一
一
号
ご
九
八
六
)
八
二
七
頁
以
下
が
あ
る
。

(
7
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
(
九
・
完
)
法
協
一

O
四
巻
七
号
(
一
九
八
七
)
一

O
九
九
s
一一

O
一
頁
参
照
。
そ
し
て
、
同
所
で
列
挙
し

た
規
範
命
題
(
フ
ァ
ク
タ
ー
)
が
相
互
に
対
立
・
相
魁
す
る
構
造
を
も
つ
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
近
時
の
議
論
か
ら
、
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
-
曲
者
色
町
内

gロ
O
B
W凹
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
効
率
的
契
約
違
反
の
立
場
は
、
「
刷
第
三
者
(
な
い

し
債
務
者
)
の
取
引
の
自
由
」
に
傾
く
の
に
対
し
、
伝
統
的
な
判
例
な
い
し
そ
れ
を
支
持
す
る
学
説
(
及
び
近
時
の
関
係
理
論
)
で
は
、
「

ω契
約

北法38(5-6・II・257)1607



説

関
係
の
保
護
」
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

論

判
例
の
概
観
|
|
附
伝
統
的
学
説

ω
契
約
侵
害
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
の
状
況
は
、
結
論
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
大
差
な
い
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
本
稿
で
問

題
と
し
て
い
る
場
面
は
、
第
三
者
が
そ
れ
自
体
適
法
な
手
段
〔
目
競
争
行
為
〕
に
よ
り
、
契
約
違
反
を
誘
致
す
る
こ
と
が
、
不
法
行
為
と
評
価

さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
末
な
い
し
ニ

O
世
紀
初
頭
に
は
、
各
州
で
鱒
踏
す
る
立
場
(
イ
ギ
リ
ス
の

rs-a法
理
の
継

受
に
対
す
る
抵
抗
)
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
今
で
は
概
ね
積
極
的
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
責
任
の
要
件
と
し
て
は
、
第
三
者
の
契

約
の
認
識
(
及
び
侵
害
の
意
図
)
が
必
要
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
れ
が
あ
れ
ば
有
責
と
な
り
l
l
|
手
段
そ
れ
自
体
の
不
法
性
は
要
求
さ
れ
な
い

l
l、
自
由
競
争

(
g
B宮
E
Eロ
)
に
よ
る
正
当
化
(
免
責
)
は
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
ォ

l
ニ
ア
州
の
著
名
な
判
事
で
あ
る
吋
日
吉
。
円
』
・
の
「
契
約
上
の
安
定

(
8
2司
R
E
m
-
a与
E
q
)

の
方
が
競
争
の
自
由

(
8
5旬
。
己
昨
日
志
向
円

2仏
OB)
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
「
原
告
の
犠
性
の
下
に
、
被
告
が
自
己
の
利
益
を
追

求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
、
判
例
の
立
場
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
契
約
上
の

利
益
を
重
ん
ず
る
考
え
方
の
背
後
に
は
、
野
放
図
な
自
由
競
争
を
支
持
す
る
の
で
は
な
く
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
を
志
向
す
る
取
引
倫
理

へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
び
た
び
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
(
匂

g
宮
丘
三

--mz

(σ
ロ回目ロ

-
m
g
a
E
g
一吉田町ロ

g
m
B
o
g
-山
守
)

の
侵
害
だ
か
ら
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
)
。

ω
次
に
、
実
際
に
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
る
具
体
的
場
面
と
し
て
は
、
ま
ず
、

ω不
正
競
争
(
条
件
付
取
引
の
違
反
誘
致
)
及
び

ω引

き
抜
き
(
競
業
避
止
義
務
・
守
秘
義
務
違
反
の
誘
致
も
含
む
)
が
主
要
な
類
型
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は

ω労
働
争
議
の
ケ

l
ス

北法38(5-6・II・258)1608



が
多
数
見
ら
れ
て
、
判
例
法
上
ス
ト
は
通
例
不
法
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
の
立
法
(
一
九
三
五
年
ワ
グ
ナ
l
法
)
(
Z巳
吉
ロ
色

円、

ωσ

。吋

河
内
込
丘
町

og〉
己

[
Z
F
閉
山
〉
]
印
・
叶
)
に
よ
り
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
法
改
正
こ
九
四
七
年
)
に
よ

り

一
定
の
場
合
に
責
任
(
差
止
・
損
害
賠
償
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る

2
・
5
こ
y
(
ご一∞・

8
8
が
、
も
は
や
連
邦
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
運
用
は

主
に
N
L
R
B
[全
国
労
働
関
係
局
]
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
)
。

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

ア
メ
リ
カ
法
の
特
殊
な
類
型
と
し
て
耳
目
を
引
く
の
は
、
制
不
動
産
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
仲
介
契
約
(
報
酬
債
権
)
の
侵
害
に
関

す
る
ケ
!
ス
、

ω解
雇
誘
致
に
よ
る
雇
傭
契
約
侵
害
の
ケ

l
ス
等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
被
侵
害
契
約
の
拘
束
力
が
他
の
場
合
ほ

ど
強
く
な
い
事
例
が
多
い
(
制
で
は
、
口
頭
の
合
意
は
詐
欺
防
止
法
(
目

g
g
g
o
コE
E印
)
と
の
関
係
で
履
行
強
制
で
き
な
い

(
5
2同
2
2与
ぽ
)

と
さ
れ
、
例
で
は
、
解
約
自
由
(
件

REEσ-mgdi--)
と
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
)
が
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
と
し
て
、
他
の
ケ
ー

ス
と
連
続
的
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
不
動
産
・
動
産
二
重
売
買

(ωと
比
べ
る
と
単
純
な
不
正
競
争
)
に
関
す
る
ケ

l
ス
も
幾
っ
か

存
在
し
て
い
る
が
、
大
陸
法
で
多
数
見
ら
れ
る
不
動
産
二
重
譲
渡
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
の
は
、
証
書
登
録
制
度

(
2
8
E
E
m

m可
2
0
5
)
の
完
備
に
よ
っ
て
、
も
は
や
不
法
行
為
法
を
機
能
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。

ω
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
の
状
況
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
大
体
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
強
い
て
ア
メ
リ
カ
法

の
特
色
を
抽
出
す
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
℃
ユ
目
印
片
山
門
万
件
。
ユ
吾

g弓
と
し
て
契
約
侵
害
を
包
摂
す
る
一
般
理
論
が
追
求
さ
れ
た
こ
と
が
関
係

や
や
広
い
定
式
化
が
な
さ
れ
、
従
っ
て
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
広
汎
に
及
ぶ
傾
向
が
窺
え
る
よ
う
に
思
わ

そ
の
他
に
、

し
て
か
、

れ
る
。詳
述
す
れ
ば
、
第
一
に
、
契
約
侵
害
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
「
将
来
の
経
済
的
利
益

8
3
4
R
Z
4
2
2
0
5
5
W
包〈
g
g
mゆ
)
」
の

侵
害
一
口
と
し
て
、
基
本
的
に
同
様
の
判
断
枠
組
の
下
に
、
契
約
侵
害
と
連
続
的
に
パ
ラ
レ
ル
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
正
当
事

由
(
官
玄

g
m
R
吉
田
片
山
訟
の
色
。
ロ
)
の
範
囲
が
異
な
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
立
場
と
あ
ま
り
違
い
が
な
い

l
lす
な
わ
ち
、
契
約
侵
害
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説

よ
り
も
保
護
を
薄
く
す
る
l
l
1
の
で
あ
る
が
、
個
別
の
不
法
行
為
(
例
え
ば
、
「
共
謀
」

(ng笹山
E
門
司
)
「
脅
迫
L

(

宮
巴
ヨ
広
三
円
。
ロ
)
・
「
詐
欺
」

(
色
町
円
包
門
)
等
)
の
み
で
賄
う
英
法
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
第
二
に
、
被
侵
害
契
約
が
解
約
自
由

論

(
円

q
E
E与
-zm件
当
日
)
の
場
合
の
解
消
誘
致
の
問
題
も
、
契
約
侵
害
の
隣
接
領
域
と
し
て
連
続
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も

こ
の
契
約
の
性
格
上
、
そ
の
保
護
の
程
度
は
弱
く
な
り
、
こ
の
場
合
に
は
競
争
行
為
に
よ
る
免
責
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

契
約
侵
害
と
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
り
(
例
え
ば
、
前
述
し
た

ω
〔
引
き
抜
き
〕
、

ω
〔
解
雇
誘
致
〕
の
場
合
)
、
と
も
す
れ
ば
両
者
の
相

違
は
暖
昧
に
な
り
易
い
。
そ
し
て
第
三
に
、
取
消
し
う
る
契
約
な
い
し
履
行
強
制
で
き
な
い
契
約

(
g
E与
-
0
8
2
E
2
2
5
0え
2
2
ω
-

z
m
gロ
q
R
C
の
侵
害
の
場
合
に
は
、
契
約
侵
害
と
同
等
の
保
護
を
認
め
る
の
が
、
多
数
の
判
決
例
の
立
場
で
あ
る
(
学
説
も
こ
れ
を
支
持

し
て
い
純
一
。
そ
し
て
、
こ
の
限
り
で
は
(
「
第
一
一
」
「
第
一
一
一
L
)

、
イ
ギ
リ
ス
法
よ
り
も
や
や
保
護
が
厚
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

凶
な
お
、
学
説
に
目
を
転
ず
る
と
、
伝
統
的
な
立
場
は
、
か
か
る
判
例
法
の
立
場
を
追
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
づ
け
と
し

て
は
、
判
例
と
同
様
に
、
契
約
は
胃
O
匂
常
々
で
あ
り
、
吋
-m宮
古

5
5
で
あ
る
と
い
う
分
析
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
よ
り
実
質
的
な
根
拠
と
し

て
、
「
契
約
関
係
の
安
定
性
(
印

R
R広
三
・
完
全
性

(
E
Z唱
広
三
」
に
関
す
る
利
益
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
と
く
に
国
民
宮
山
)
。

(8)
詐
欺
・
強
迫
等
の
不
法
な
手
段
に
よ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
り
、
個
人
的
な
労
務
関
係
の
場
合
に
限
っ
て
F
E
E
-
m
可
法
理
の
適
用
が
認
め
ら
れ

た
り
し
た
(
〉
田
町
ぽ
可
〈
-
E
M
gロ
・
ぉ

z・
J円
-
b
c
(回
当
日
)
(
土
地
の
二
重
取
引
ア
り
と
可
〈
・
。
。
自
宅
巾
-
F
E
Z
-
Jへ・
ω
-
H
C
吋
(
凶
器
∞
)
(
家
屋
持
分
の

二
重
取
引
)
w
U
巾』
O
ロ
m
〈
・
回
・
。
・
切
巾
耳
目
自
ゎ
。
・
・

5
H
H
4・J
へ・

ω・
5
∞
ω(EHH)(被
用
者
の
引
き
抜
き
の
事
例
で
あ
る
が
、
F
E
E
-
巾
可

gお
は

充
分
に
継
受
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
れ
自
体
不
法
な
行
為
に
よ
ら
な
い
限
り
、
一
律
に
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
を
否
定
す
る
(
呂
∞
印
)
)
[
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
]

w

切。
3
0ロ〈'、
3
2
p
a
H
M
-
S
N
2
S
ω
)
(
ホ
テ
ル
の
部
屋
か
ら
の
追
い
出
し
を
は
か
る
こ
と
に
よ
る
賃
貸
借
契
約
の
侵
害
)
[
キ
ャ

リ
ア
ォ

1
ニ
ア
]
・

ω毛
色
ロ
4
・』

o
E由。ロ・
2ω
・
同
色
申

(
E
S
)
(木
材
の
二
重
取
引
)
[
ノ
!
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
]
一

2
2
8巾
ω自
己
除

。
日
〈
巾
]
打
。
・
〈
・
出
口
弘
印
O
ロ切円。∞

-noSEa-。ロ
(
U
0

・・
hoω
・当・

8
2
S叶
)
(
砂
利
運
送
契
約
の
侵
害
)
[
ミ
ズ
!
リ
]
己

E
s
v
m
g〈
-
F凶]
円

Z
F
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

ロ
ω・
巧
・
印
吋

(HSH)(タ
バ
コ
の
二
重
一
売
買
)
、
∞

E
E
R
4・
冨
国
内

E
g
u
J
E
ω
・
4司・
2
2
S
H
)
(演
劇
俳
優
の
引
き
抜
き
。
契
約
相
手
方
だ
け

を
頼
り
と
す
れ
ば
足
り
、
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
と
個
人
的
支
配

(
u
q
gロ
色
。
。
g
z
zロ
)
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
と
す
る
(
白
)
)
、
切
さ
。
}
内
聞

〈・司
a
s
a
g
-
N由
ω・
者
-N仏
民

(H80)(ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
営
業
の
売
買
の
侵
害
。
直
接
的
因
果
関
係
が
な
い
と
す
る

(M∞
)
)
[
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー

]
W
5
5巾
〈
・
開
口
σ白ロ宮崎

ωωω0・
N
H
H
2
8
N
)
(プ
ラ
ン
テ
l
シ
ヨ
ン
の
被
用
者
の
転
職
の
ケ

1
ス
で
あ
る
が
、
詐
欺
等
を
要
求
し
て
い
る
。

去
っ
た
被
用
者
自
身
が
損
害
の
原
因

G
g弘
吉
田
丹
市

S
5巾
)
で
あ
る
と
さ
れ
る

(NE))
入
UZ2
〈
-HR自
の

0・
E
P
∞
ω。・

E
ω
2
2
E
N
)

(
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
契
約
の
侵
害
(
競
業
避
止
義
務
違
反
)
)
晴
、
吋
冊
目
立
巾
E
D
4・
z
s
a
g
g
巴

R
E
n
円。・・

ω吋
ω。・

N己

∞
S
C
E∞
)
(
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
(
代
理
屈
)
契
約
が
ら
み
の
営
業
譲
渡
の
侵
害
)
[
ル
イ
ジ
ア
ナ
]
一
切
目
当
巾
]
]
〈

-
p
v
a
-
E
ω
。
・
ミ

(ENN)(不

動
産
売
買
に
お
け
る
排
他
的
取
引
権
侵
害
)
[
ア
ラ
パ
マ
]
等
)
。
こ
れ
ら
の
判
決
例
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
有

し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、

HhzBZM二け曲目巾
(Hgω)
に
お
け
る
わ
C
Zユ
企
一
巾
卿
の
反
対
意
見
(
拙
稿
・
前
掲
(
三
)
法
協
一

O
二
巻
二
一
号
二
三

四
三
頁
参
照
)
及
び
吋

-
Z・ゎ。
o
E
4・
〉
吋
悶
E-叶目印刷
OZ
己
白
戸
〉
巧

O司
吋
。

z，m噂
OZ
叶
国
間
宅
問
。

z
g
名
目
。
国
〉
呂
田

E
U用開
ZU何日，，
SFa可。司

。。
Z4同〉円い叶

(
H
2
a一
-
E叶由)℃
-
S
F
(
Nロ色白色・

5
∞∞)匂

-
S
H
(参
照
は
で
き
な
か
っ
た
)
で
あ
る
。

(9)
今
日
で
も
な
お
も
限
定
的
要
件
(
そ
れ
自
体
の
不
法
性
)
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
あ
り
(
河
o
z
g巳
句
己
自
匂
伶
巴
m
n
E
n

【

U9・
gn-
〈・

(U・。・

ω白ロ己
q
g
p
開・

0
・旬。

3
0
P
白ロ門ご
Z

Z巾
ヨ
ペ
2
w
E吋
∞
g
w
o
n
c
・
Mgω
。・

N己白山
O

(
呂
町
∞
)
(
産
業
用
ポ
ン
プ
の
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
被
用
者
の
信
任
義
務
違
反
の
誘
致
γ
当
・
}
冨
。
印
印
〈
・
〉
・
』
・
の
ロ
R
U
g
-
怠由

ω。
・
包

ωNω(呂
田
)
品
、
ば

S
N

ω。・
E
2
0
(
H
g
N
)
(某
メ
ー
カ
ー
の
排
他
的
取
引
権
を
含
む
営
業
の
二
重
売
買
。
、
H，巾ヨ℃
-
Z
S
2
8
2
Z∞
)
の
立
場
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、

母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
積
極
的
立
場
が
と
ら
れ
て
お
り
、
現
代
の
取
引
上
の
考
慮
に
よ
り
、
契
約
当
事
者
の
権
利
は
、
第
三
者
の
一
般
的

競
争
権
よ
り
も
大
き
な
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
判
例
法
の
再
検
討
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

3
8
)
)
、
一
雇
一
傭
契
約
侵
害

以
外
の
場
合
に
関
し
て
は
、
ア
ラ
パ
マ
州
も
限
定
的
で
あ
る
(
出

c
g即
・
の
え
片
岡
三
叩
ユ

O
P
E
n
-
4・ゎ
cd孟
Rw
目
。

ω。
・
邑
呂
ω印
(
5
4
3
(貸
主
に

よ
る
転
貸
契
約
(
交
渉
)
の
侵
害

)
w
F
g
g
ω
・
同
巾
ヨ
匂
q
h
r
n
0・
〈
・
ゎ
。
同
除
〉
師
団
。
門
町
民
2
・
B
士山。・

E
E
g
(巴∞
ω)(製
材
業
傷
害
保
険
会
社

の
被
用
者
の
競
業
避
止
義
務
(
一
一
年
間
)
違
反
の
誘
致
)
等
。
但
し
、
前
者
で
は
、
詐
欺
的
言
辞
が
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
後
者
で
は
、
雇
傭
契
約

侵
害
に
は
不
法
性
の
要
件
は
課
せ
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
、
い
ず
れ
も
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
)
。

(
叩
)
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
も
夙
に
明
記
さ
れ
て
い
る
(
河
何
回
吋

(
Z
C
明
言
∞

(N)(HSSLN何
回
叶
(
包
)
間
吋
2
3
)
(冨
コ
)
)
。
こ
れ
に
関
す
る
判
決

例
は
多
数
あ
り
、
後
述
す
る
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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説

(
日
)
円
ロ
回
目
指
ユ
曲
二
円
巾
わ

0・〈
-
m
g∞
-2・
HHN
司

-
E
g
y
g
ω
(
H
2
5・
な
お
、
同
判
決
で
は
、
積
極
的
に
(
同
門
巴
〈
巳
可
同
ロ
島
由
民
同
司
自
由
民
〈
巴
可
)
誘
致

す
る
こ
と
が
責
任
の
要
件
と
さ
れ
て
お
り
ご
.
、
・
忠
告
ω
・
8
5
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
も
、
通
常
の
広
告
・
事
業
の
場
合
や
単
に
両
立
し
な
い

取
引
を
し
た
だ
け
の
場
合
に
は
、
不
法
行
為
に
は
な
ら
な
い
と
の
立
場
を
示
唆
し
て
い
て
(
河
田
叶

2

5
叩吋

2
8
5
5
8円札
2
3
3
一
河
田
吋

(
包
)
叩
吋

2
8
5
B
g門
戸
芯

(
Eコ
)
)
、
こ
の
限
り
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
よ
り
も
慎
重
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
本
件
が
「
条
件
付
取
引
違
反
誘
致

型
」
事
例
で
あ
る
と
の
特
殊
性
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
)
。

(
ロ
)
目
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、

ω。
5
5
8
〈・

0
5
3
0
-
2
冨

O同
R
n
p
w
M
H品
Z
・4
司
回
目
p
a
a
m
(冨一ロロ
-
E
N吋
)
で
は
、
取
引
倫
理

の
基
礎
原
理

(
m
z
s
g
gミ
胃

E
n
-
-
2
0同
σ口弘
5
8
2
E
B
)
に
よ
り
、
第
三
者
の
行
為
は
不
正
に
な
る
と
し
、
「
法
は
立
派
な
取
引
人

(
吋
昌
三
田
宮
巾

σ
g
g巾
g
g
g
)
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
る
取
引
道
徳

2
5
5巾
E
5
2目
ロ
々
)
と
し
て
の
高
度
の
基
準
を
要
求
す
る
」
と
述
べ
て
、

競
争
の
権
利
は
、
契
約
上
の
権
利
を
破
壊
す
る
権
利
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
(
者
宏

S
P
ご
、
ま
た
、

FOE-凹附内田
S
E
W
E
n
-
〈
-
E
Z
W
L
a

〉
-mMw
忠
告
白
∞

(Z・』・
5ω
品
)
で
は
不
当
な
侵
害
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
業
を
営
む
権
利
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
義
務
(
円

2
5
E吾
、
巾
仏
己
々
)

は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
(
者
巾

Z
E
C
E
R
a
s
a
m
Q
)
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
社
会
契
約
(
由
。
巳
包

g
B℃
R
C
な
い
し
自

然
的
正
義

(
E昨
日
目
ご

5
巴
円
。
)
に
由
来
す
る
と
し
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
法
理
の
適
用
の
拡
大
は
、
誠
実
な
取
引

(
F
0
5
2
昨日仏

Zm)
を
確

保
す
る
た
め
の
ル

l
ル
の
拡
張
と
い
う
現
代
的
傾
向
の
帰
結
で
あ
り
、
共
同
体
の
経
済
生
活
に
勝
て
は
、
公
正
な
自
由
競
争
(
苫
]
三
田
町
・
自
己
骨

2

8
5目
指
吾
目
。
ロ
)
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
(
同
岳

R
ご
(
こ
の
判
示
は
、
後
に
も
時
々
引
用
さ
れ
て
い
る
)
。
ま
た
さ
ら
に
、
当
巾
白
『
・
開
〈

q

K
E
g
-ロロ
S
L
R
-
〈
・
吋

04〈口町
n
E岸
Fag--En--EN
〉
-N門】
ω∞
戸
田
門
出
品

(Z・』
-
E
S
)
で
も
、
裁
判
所
の
役
割
は
、
取
引
上
の
倫
理
及
び

配
慮

2
5
-
5
8
B
2色一昨日、白
E

S
円
巾
)
の
基
準
を
高
め
、
そ
れ
に
よ
り
、
産
業
界
の
無
知
の
成
員
及
び
一
般
大
衆
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
句
白
島
自
由
ロ
ご
。
そ
の
他
、
「
ゲ

1
ム
の
ル

l
ル
」
(
『
己

2
0問
問
国

Bm)
な
い
し
「
フ
ェ
ア

1
・
プ
レ

l
の
枠
」
(
匂
包
巾
え

」
包
『
立
ミ
ョ
)
と
い
う
一
一
一
一
一
口
葉
か
ら
不
法
行
為
を
基
礎
づ
け
る
判
決
例
も
あ
る
が

(ωcaw-内
〈
・
白
血
昨
日

E
-
Z吋
〉
・
呂

2
・
尽
き

(Z・』

H
E吋)

(
同
り
『
巾
ロ
ロ
門
同
]
)
一
の
】
巾
ロ
ロ
〈
・
】

νo-口
同
句
白
ユ
内

(UOZ巾
mmwN吋
N
〉
-Nb
∞坦
mr
同
門
∞
富
(
】

ν白
・
早
口
)
(
句
。
ョ
巾
円

O可
]
・
)
一
戸
巾
。
ロ
白
円
。

u
c
n
W
4
5
3
F
E
n
-
〈-

Z
R
E
m
-
F・
虫
色
色
色
町

(vp-E晶
司

-N色申印
Nw
己
申
印
∞
(
印
門

F
C叶
-H当
日
)
[
、
『
巾
凶
・
】
担
当

]
(
ω
F
E
E
D
』・

)
2
n・
)
、
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
近
時
の
の
ロ

Raaピ
な

n
R
U・〈・

ω
-
P肖
r
q
白
血
丘
者
包
括
宮
内
可

-no召・・

8
a
Z
開
-N門目立印唱回一円品
E
(
2・
M1・
HEC)
で
も
、

市
場
倫
理
を
重
視
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(
n
g
w巾
ゎ
・
]
)
こ
と
は
、
後
述
す
る
。

(
日
)
例
え
ば
、

ωの
事
例
と
し
て
は
、
∞

2
w
B
S
〈
・
冨
田

a
g
a
-
g
z・
閃
∞
見
(
冨
出
回
凹
・

5
0叶
)
(
ボ
ス
ト
ン
の
観
光
代
理
屈
の
排
他
的
代
理
権
の

呈A
日間
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

侵
害
)
一

ω℃
巾
吋
弓

hw
国
三
n
v
s
gロ
円
。
〈
-
F
2
2
4〈巾
σ
q
h
w
h
o
-
-
5回目り・

N
5
3
8∞
)
[
巨
・
}
担
当
]
(
所
持
人
を
指
定
す
る
景
品
授
受
契
約
の

侵
害
)
一
口
『
・
宮
口
2
冨
E-g-(U0・〈・』
O
E
U
-
-
M
R
W
色町

ωOEno--MNod-ω
・
勾
ω
(
E
H
H
)
[
-
E・
g
-
(製
薬
会
社
の
再
販
価
格
指
定
に

反
し
た
安
価
売
却
。
不
法
行
為
は
否
定
さ
れ
た
)
一

ωZ54『白
R
H
n巾
わ
c-
〈
・
同
a
n
w巾
号
R
w
q
r巾
の
0・
ム
。
〉
・
品
∞
(
宮
内
凶
・

5
H
H
)
(デ
ィ
ー
ラ
ー

に
よ
る
氷
の
排
他
的
販
売
契
約
が
あ
る
の
に
、
製
造
業
者
が
直
接
販
売
し
た
事
例
)
一
円
ロ
ヨ
σ
R
E
E
の
g
g
z
f
n。・〈
-um
当
5
・
宅
〉
-
S叶

(昌己
-
E
E
)
(排
他
的
に
ガ
ラ
ス
製
フ
ラ
ス
コ
を
供
給
し
て
い
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
権
利
の
侵
害
)
一
寸
呈
R
Z
=
〈
-
Z丘団
O
P
H
E
Z
-
巧

-
B
H

(
P
E
g
-
E
E
)
(井
戸
水
供
給
業
の
賃
貸
借
契
約
(
譲
渡
・
転
貸
を
禁
止
す
る
)
の
侵
害
)
一
巧
巾
凹
包
括
g
g
m
巴
R
E
n
h
w
冨同
m
h
o
-
〈
-U目白
B
。
旦

ω同国同巾司
5
5
ゎ。・

w
N
g
m
J
H
N
Z
E
N
O
)
[ロ
巳
・
】
担
当
]
(
ギ
ヤ
の
改
良
に
関
す
る
特
許
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
伴
う
材
料
の
排
他
的
供
給
契
約
の

侵
害
)
一
∞
。
吋
巾
ロ
g
ロ円白
8
・
程
、
ミ
ロ
o
Z
H
N
(冨一ロロ・

5
N吋
)
(
自
動
車
及
び
部
品
の
供
給
の
代
理
屈
契
約
を
害
す
る
た
め
、
メ
ー
カ
ー
と
共
謀
し

た
事
例
)
一
円
B
宮
ユ
白
=
n冊。
0・
2
8
w
印刷もミ

g
Z
H
H
(わ
巳
・
包
含
)
(
氷
配
分
業
の
営
業
譲
渡
に
伴
う
競
業
避
止
義
務
の
違
反
の
誘
致
)
一
巴
岳
山
nF

4・
VE--一宮
P
H
8
H
Y
E
S
H
(〔い包・

5
お
)
(
ワ
イ
ン
・
リ
キ
ュ
ー
ル
の
輸
入
・
販
売
に
関
す
る
排
他
的
代
理
屈
契
約
の
侵
害
)
一
周
回
ロ
巳
関
白
ロ
〈
・

ω
2
3
m。
与
口
nw
除
。
。
・

L
呂

町

E
N∞
印
(
コ

E
C
こ
L
mミ
・
号
ミ
ミ

ω
g
d・
ω・
宰
N
(
5
3
)
[
E
-
-担
当
]
(
戸
外
収
納
庫
用
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

に
関
す
る
排
他
的
契
約
の
侵
害
)
一
開
ロ
包
5
ω
宮

n
E
Z
m
m・-R-
〈・切
OBσ
白丘町
R
E
P
S印
司
-
E
H
(
H
a
n
-円・
5
3
)唱
ミ
ミ
-hpsN.hh州
立
∞

C-

ω・
申
告
(
冨
∞
C

)

[

司同

-ud司
]
(
北
米
に
お
け
る
ミ
ニ
サ
イ
ク
ル
の
一
手
販
売
権
合
一
年
間
の
競
業
避
止
義
務
付
の
排
他
的
取
引
)
の
侵
害
)
一
呂
町

q

m，
oo骨
n
o召・

4・
。
吋
巾
え

E
-
除
司
白
n-H3gno--mH品
司
・
包
∞
ωN(Man-吋
-HU∞。
)
[
Z・
J円
・
-
担
当
]
(
冷
凍
ワ
ッ
フ
ル
の
排
他
的
供
給
契
約
の

侵
害
)
一
の
E
丘
ト
ロ
巾
打
。
弓
・

2
ぉ
-syb口。
Z
E
(
Z・
J円
-
E∞C
)

(

日
本
製
の
錠
の
排
他
的
輸
入
・
販
売
権
の
侵
害
)
一

ω
g
B白
ロ
噂
印
巴
2
2

∞
宅
一
口
問

ω
R
i
g
-
-ロ円・〈・

ω
g邑
田
丘
。
ロ
ロ
0・
0刊の白
--wNcmh巴
-
E奇・
ω巴
(
わ
白
戸
邑
∞
品
)
(
石
油
販
売
に
関
す
る
代
理
屈
契
約
の
破
棄
に
よ

る
、
そ
れ
を
条
件
と
す
る
再
開
発
土
地
の
賃
貸
借
契
約
(
四

0
年
間
)
の
侵
害
。
契
約
侵
害
の
結
果
自
体
を
意
図
す
る
必
要
が
あ
り
、
付
随
的
な

契
約
侵
害
は
不
法
行
為
に
な
ら
な
い
と
述
べ
て
、
絞
り
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
、
本
類
型
と
の
関
連
で
注
意
さ
れ
る
)
等
が
あ
る
。

ま
た
、

ωの
事
例
と
し
て
は
、
、
H，g
n
r
R
ゎ
。
包
(
い
。
・
〈
-
∞
R
E
-
印
ωω
・開・

5
H
(巧
・
〈
白

5
8
)
(炭
鉱
労
働
者
の
引
き
抜
き
)
一

ω-n・
3
田口巾円

ゎ
。
・
〈
・
』

R
w
gロ
・
己
申

Z
・
同
印
誌

(Z・
J「・

5
E
)
(夫
人
用
ガ
ウ
ン
・
ア
パ
レ
ル
の
製
作
に
携
わ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
(
取
締
役
社
長
)
の
引
き
抜

き
)
一
司
E
E巾。日
-AW
の
回
目
。
。
・
〈
-
Eロロ巾可
-
E
N
M
)・印∞岱

(
O
W
E
-
E
N
O
)
(落
雷
に
よ
る
火
災
現
場
(
石
油
タ
ン
ク
地
域
)
に
お
け
る
消
火
援

助
人
員
を
め
ぐ
る
紛
争
と
い
う
特
殊
な
事
例
)
一
巧
包
巾
〈
・
ゎ
巳
H
Y
N
ω
2・開
-
E
E印(同門丘・

5ω
申
)
(
電
気
の
ス
テ
ー
キ
ブ
ロ
イ
ラ
ー
考
案
者
そ
の

他
の
技
師
の
引
き
抜
き
)
一
∞
Z
H
Z
5
4・
ω
B
E
f
H
S
P
E
S日
合
同
-
-
E
E
)
(新
聞
広
告
・
ち
ら
し
等
の
分
配
会
社
の
被
用
者
の
奪
取
)
一
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説

〉
S
R
W白ロ
F
g
mロ
何
回
釦
印
巾
σ目
ロ
ロ
ロ
σ
0同
Z
・
J円
-Hzn・〈・
MM白由。己巾
f
g
z・
Jへ・
ω-M門同日
ω叶
(
Z
J円
-HU怠
)
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヤ
ン
キ
ー
ズ
の
プ

ロ
野
球
選
手
の
メ
キ
シ
コ
リ
ー
グ
に
よ
る
則
引
き
抜
き
)
一
回
口
Z
E白巳
Oロ
色
、
『
包
芯
江
口
問
。
。
・

0同
Z
・
J円・〈・円、ロ
wgw
白
血

Z
・
J円・
ω・
包
∞
忍

(Z・
J円・

5
怠
)
(
衣
服
仕
立
て
業
従
事
者
の
引
き
抜
き
)
一
巧
g
『
向
〈
2

2
ぉ
-
S』
U
S
S
Z
H
N
(
Z・』
-H申
告
)
(
ア
ル
ミ
製
調
理
器
具
の
販
売
員
の
大
量

引
き
抜
き
)
二
u
q
E
-
a
H
L
U
C
E
Z
ュg
丘、
H，E
g
-
-ロ
ロ
・
〈
・
河
口
玄
ロ
g
p
ω
c
ω
m，・
ω名目】・

5
E
(
E
S
)
[匂
白
・
}
曲
者
]
(
化
学
製
品
(
殺
菌
剤
・

石
け
ん
・
洗
剤
等
)
販
売
会
社
の
被
用
者
引
き
抜
き
に
よ
る
企
業
秘
密
開
示
)
一

P
肖

no--4・
』
ミ
B
F
N
C
C
ω
-
m
包

ω色
合
同
・
昌
司
)
(
車
両
損

害
査
定
員
の
競
業
避
止
義
務
(
三
年
間
)
違
反
。
被
用
者
の
行
動
の
制
約
が
非
合
理
的
で
あ
り
、
引
き
抜
い
た
会
社
の
積
極
的
働
き
か
け
又
は
悪

意
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
、
責
任
は
否
定
さ
れ
た
ケ

1
ス
)
一

n
g
z
g
O
B宮
ミ
ロ
。
・
〈
・
回
目
丘
三

n
F
日出

ω・4
司
-
E
5
0
2
2・
E
叶
印
)
(
呉

服
会
社
の
副
社
長
の
辞
職
及
び
守
秘
義
務
・
競
業
避
止
義
務
(
一
年
間
)
違
反
。
制
限
的
合
意
は
、
合
理
的
に
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

第
三
者
は
、
副
社
長
の
独
立
的
な
判
断
に
よ
る
行
動
を
単
に
受
容
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
責
任
を
否
定
す
る

)UZ白色。
E
]
冨
巾
刊
号

gem-HMm

ゎ
。
召
・
〈
-Hhaag-ω
怠

Z
・開

-
E
コ
ヱ
冨
同
協
・

5
吋
品
)
(
電
話
帳
の
カ
パ
!
広
告
の
製
作
・
販
売
業
者
の
被
用
者
の
競
業
避
止
義
務
違
反
の
誘

致
)
一
回

g
m
∞『
Om--zn・
〈
・
〉
尽
巾
同

F
2・
F
?
ω
a
z・
同
邑
呂
町

(
E・
5
吋
∞
)
(
病
院
施
設
へ
の
物
品
納
入
会
社
の
被
用
者
に
対
し
、
新
設

会
社
が
競
業
避
止
義
務
(
二
年
間
)
の
違
反
誘
致
。
被
侵
害
契
約
は
非
合
理
的
で
強
制
で
き
る
(
巾
E
2
n
g
z
g
も
の
で
は
な
く
、
不
法
行
為
請

求
の
基
礎
に
な
ら
な
い
と
す
る
)
一

Z
担問
2
4・
T
民
ロ
ロ
包

2
R
E
-
N
E
ω
・
開
・
邑

a
o
(の
白
邑
吋
∞
)
(
衣
服
の
販
売
員
を
計
画
的
に
相
当
数
引

き
抜
き
、
秘
密
情
報
を
利
用
し
た
事
例
)
一
司
巾
ロ
n
F
E
n
-
〈
-F巾
5
0
1
F
台
N
Z・
J円・
ω・
民
自
印

(Z・
J円
・
昌
司
)
(
限
定
版
発
行
計
画
が
既
に
進

め
ら
れ
て
い
る
芸
術
家
へ
の
同
種
契
約
の
働
き
か
け
)
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(H)
門田円円。

--4・
n
z
g告
g
z
h
r
。
・
円
。
白
]
〉
mgnMHn0・L
E
司・

ω呂
(
丘
町
色
『
・

5
0
ω
)
[完
〈
回

-zd〈
]
(
炭
鉱
労
働
者
の
違
法
ス
ト
に
よ
る

石
炭
供
給
契
約
の
侵
害
)
一
回
芹
n
F
g
g
n。白
7
m
n
o
w巾
(U0・
〈
・
]
冨
xn宮
市

]7N品切口・
ω-NN由
(
呂
弓
)
[
当
・
〈
白
・
-
担
当
]
(
黄
犬
契
約
制
を
と
る

炭
鉱
会
社
に
反
対
し
、
被
用
者
の
組
合
化
を
求
め
た
ス
ト
ラ
イ
キ

)
h
z
-
g
E∞巾
g
gゲ司
Oロ円四円
0・
4・
-
gロ
P
F
E
R∞
-
Cロ
-opT)円白
-
z。
gw

E
E
一匂∞臼

(EH吋
)
[
O
E
O
-担
当
]
(
ス
ト
に
よ
る
非
組
合
員
の
労
働
阻
止
の
た
め
、
代
理
底
へ
の
機
械
供
給
契
約
侵
害
)
一
口
白
ロ
・

0
2ユ
自
己
円
。
.

〈
・
巧
ニ

-3・。〈
q
Eロ
P
E
n
-
-
N
E
明
・
口
同

(
E
E
)
[
O
Y
Z
E
4
4
(賃
金
上
昇
・
労
働
条
件
改
善
を
求
め
た
ス
ト
に
よ
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
へ
の
自
動

車
供
給
契
約
の
侵
害
)
一
問
自
巧
民
主

ω
F
O
P
E
n
-
〈・

ω
2
-ぽ
予

HH∞
〉
・
印
印
(
わ
Oロロ
-ENN)(組
合
員
の
雇
傭
安
定
を
求
め
て
、
ク
ロ
ー
ズ
ド

シ
ョ
ッ
プ
制
を
採
ら
な
い
業
者
と
の
帽
子
取
引
の
契
約
違
反
誘
致
)
一
日
日
毛
色
、
E

E可
P
E
n
-
〈
・
沢
喜

E
P
E
N
Z・開・
8
(
Z・
Jへ
-HSN)(映

画
関
係
の
労
組
問
紛
争
に
起
因
し
、
労
働
条
件
改
善
を
目
的
と
す
る
平
和
的
ピ
ケ
ツ
テ
ィ
ン
グ
。
平
和
的
労
使
紛
争
に
は
裁
判
所
は
介
入
せ
ず
、

論
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説

色町の
E
Eロ
ミ

(U0・
〈
・
冨

E
O
D
2・
Sω
。・吋

ω
N
S
F
-
E
N
H
)
(傷
害
保
険
契
約
の
解
除
の
威
嚇
に
よ
る
解
雇
誘
致
。
適
法
な
権
利
の
不
法
な
行
使

で
あ
る
と
す
る
)
一
∞

R
S
〈・

ω
F
E
z
-
c
z
g
g
o
n
w百
邑
∞

P
-
N
E
Z・4
弓
・
ぉ
士
宮
古
口
・

5
N品
)
(
家
畜
取
引
業
者
を
排
除
す
る
た
め
の
解

雇
誘
致
)
湖
国
己
の
5
2ミ
ロ
。
〈
・
ゎ
国
『
Ez--ω
∞
ω。
・
詰
喧
(
匡
白

-HSH)(旧
使
用
者
が
、
被
用
者
に
金
員
を
支
払
わ
せ
る
た
め
に
、
(
新
使
用

者
に
対
し
)
解
雇
誘
引
。
法
及
び
道
徳
に
照
ら
し
(
吉

Ed司
2
5。
E
U
)
正
当
化
で
き
な
い
と
さ
れ
る

(3N・切。ロ
5
5
』・))一
O
さ
巾
ロ
〈
・
ぎ
巳

S
E
m・

3
2・閃

Naω
昆
(
宮
白
間
的
・
早
急
)
(
内
科
医
に
よ
る
看
護
婦
の
解
雇
誘
致
。
拘
束
力
あ
る
契
約
の
立
証
が
な
く
と
も
、
経
済
的
利
益
の
合
理
的
期

待
で
足
り
る
と
す
る

(ωNNDZE
ゎ
・
ご
)
一
〉
g
a
-
gコ
ω
R
m
q
ゎ。・
4
・
ω円宮
0
3巾ロ
σ
E巾吋
uN忠
明
JN仏・由(∞
P
C叶
・
呂
町
∞
)
[
昌
一
ロ
ロ
・
]
担
当
]
(
責

任
保
険
会
社
に
よ
る
解
雇
の
示
唆
。
被
侵
害
契
約
が
解
約
自
由
(
門
2
5
Z与
ぽ
民
主
ロ
)
で
あ
る
こ
と
は
、
重
要
で
は
な
い
と
し
、
自
己
の
利
益

の
追
求
だ
け
で
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
述
べ
る

3
ξ
N
-
E巳
p
a
n・
〕
)
)
一
回
ユ
〈
・

2
M
E帝
]
吾
ぽ
巴

R-
ゎ
0・wH
ヨ
P
呂

町

ω
百
回
・
出
き
)

(
被
用
者
に
関
す
る
誹
毅
・
虚
言
に
よ
る
解
雇
誘
致
)
一
回
巾
R
8
4・
ω
g
z
出
口

g
E
E
Eニ
ロ
E
E
R冊。。・・
z
n白
]
・
何
回
号
-
M
E
(わ白
--EE)

(
保
険
会
社
の
事
故
被
害
者
に
対
す
る
弁
護
士
解
雇
の
誘
致
)
一
の
2
2
〈
-
E
E
D
E
2
〉
mgnuコ
E
C
Z・4
司
・
呂
町
叶
印
(
冨

-
n
y
-
E
E
)
(保
険

会
社
が
、
交
通
事
故
多
発
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
解
雇
を
働
き
か
け
た
ケ
l
ス
に
つ
き
、
解
雇
一
の
た
め
の
適
切
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て

責
任
を
否
定
す
る
)
一
虫
ロ
O
〈・叶
E
E
l〉円
E
E片
冨

R
Z巾
WEn--Naz--w-
呂
町
∞

ω(冨
自
由
・

5
弓
)
(
負
傷
し
て
提
訴
し
た
船
員
の
解
雇
一
を
、

海
上
保
険
会
社
が
誘
致
し
た
事
例
。
契
約
が

S
S
M
-
s
σ
Z
R
t
i
-
-で
あ
る
こ
と
は
、
第
三
者
を
利
す
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
な
お
救
済
を
受
け
ら
れ

る
と
す
る
(
印
∞
∞
・

ω匂
ぽ
ぬ
巾
こ
・
)
)
一

ω
B
X
F
〈
-
m，
o
E
冨
。

Z
吋
(UP-NNHω
・開
-NaN∞
N
(
Z
-
n
-
H
5
3
(
フ
ォ
ー
ド
社
が
、
業
者
保
護
の
た
め
の
連

盟
運
動
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
か
ら
、
そ
の
者
を
解
雇
す
る
よ
う
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
圧
力
を
か
け
た
事
例
。
解
雇
誘
致
の
目
的
・
動
機
に
害

意
が
あ
り
、
正
当
な
取
引
利
益
と
関
係
が
な
い
か
ら
責
任
を
負
う
と
す
る

(
N
S
-
N
g
-
r乙
お
ご
点
で
や
や
限
定
的
で
あ
る
)
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
そ
の
他
に
も
、
会
社
役
員
の
責
任
が
関
わ
れ
る
事
例
も
自
に
つ
く
(
例
え
ば
、

Z
白
〈
釦
円
円
。
〈
・
目
。
『
R
P
叶
H
Z・
岡
山
・
包
怠
∞

(Z・
J『-

E
品
吋
)
(
輸
出
注
文
用
の
在
庫
の
か
み
そ
り
刃
を
副
社
長
が
自
己
の
た
め
に
流
用
し
、
輸
出
担
当
係
が
報
酬
酬
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
ケ
l
ス
)
一

回日
E
a
〈
-HHN(ug可白
-
p
q
w
ω
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z
n
-
L
8
2・
J「・

ω・
邑
お

ω
(
Z・
Jへ・

5
2
)
(制
の
事
例
で
あ
り
、
売
却
し
た
会
社
の
役
員
が
直
接
の

買
主
と
な
っ
て
い
る
。
詐
欺
・
不
実
表
示
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
独
立
の
不
法
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
)
・
当
白

gH己
負
〈
・
句
白

-
s
q
z
p
b由

m
E
g
H
(。
円
・
呂
田
∞
)
(
木
材
の
運
搬
の
た
め
の
道
路
建
設
資
金
の
融
資
の
打
ち
切
り
を
示
唆
し
た
ケ

1
ス
。
詐
欺
の
立
証
が
な
い
と
し
て
、
責

任
を
否
定
す
る
)
一

ω
2
2
0・
開
口
芯
弓
ユ
括
的

-
E己
・
〈
・
明
。
ロ
N
T
B
∞
同

ω毛℃・

5
H
(昌
司
)
[
冨

-nF-E巧
]
(
副
社
長
が
、
代
理
庖
契
約
及
び
賃

貸
借
契
約
の
解
消
を
誘
致
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
契
約
関
係
侵
害
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ

論
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

れ
ば
、
免
責
さ
れ
な
い
と
す
る
)
一
宮
古
色

n
E田町司
g
a
c
n
F
E
n
-
4・
F
E
E
-
品
HHHVNa
叶
ω
吋
(
巧
白
田
町

-
E∞
C)(
い
わ
し
の
二
重
売
買
を
行
っ

た
会
社
役
員
の
責
任
が
問
わ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
り
、
後
記
仙
の
事
例
で
あ
る
。
会
社
の
利
益
に
資
す
る
意
図
が
な
く
、
単
に
自
己
の
利
益
を
は
か

る
た
め
だ
け
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
を
免
れ
な
い
と
す
る
(
叶

S
1
2
0・
oo---〈
句
]
)
)
が
、
こ
れ
は
、
会
社
(
本
人
)
に
契
約
違
反
を

誘
致
し
た
会
社
役
員
(
代
理
人
)
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
色
芯
吋
m
m
o
免
責
法
理
が
及
ば
な
い
場
合
で
あ
り
、
不
法
行
為
責
任
の
基
準
は
他

の
類
型
よ
り
も
厳
し
く
な
っ
て
い
る
(
な
お
、
こ
の
類
型
は
、
前
述
の
諸
類
型
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
類
型
と

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
う
る
も
の
で
あ
る
)
。
な
お
、
会
社
が
ら
み
の
契
約
違
反
誘
致
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
〉
・
〉
i
g
w
h
&
~
v
S守
K
V
司、

ihsh同
Hh円凡潟両川

む
門

UCGOSHSSHC
防司、
g
n
p
B
n
o
s
マR
F
B
円い
O同
室
戸
「

r
c・
5
2
5
4
)
参
照
。
ま
た
、
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
江
頭
憲
治
郎
「
法
人
格

否
認
論
の
形
成
と
そ
の
法
構
造
(
四
)
」
法
協
九

O
巻
三
号
四
七
六
|
四
七
八
頁
ご
九
七
三
)
が
あ
る
。

(
日
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例
え
ば
、
図
。
者
自
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ω宮
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F
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S
ω
・
4弓
-HH∞ω
(吋
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・
5
E
)
(土
地
の
二
重
売
買
(
申
込
の
受
領
後
の
他
者
へ
の
売
却
)
。
第
二
買
主
は
、

第
一
買
主
の
取
引
銀
行
と
し
て
第
一
売
買
に
関
与
し
て
い
る
)
一
回
u
y
s
h
O
4・
ω白
Z
B
明日
X
C巳。
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(
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)
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)
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S
T附
云
n同巾
5
2
E
B
σ
R
n
0・LNω
・
同
包
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(立
木
の
二
重

売
買
及
び
伐
採
・
搬
出
)
一
初
。
百
二
N
E
-
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-
F
2
F
S
Z・
4弓
・
呂
志
叶
(
冨
一
ロ
ロ

-
E印
印
)
(
不
動
産
会
社
へ
の
売
却
契
約
の
侵
害
。
第
一

契
約
が
口
頭
の
も
の
ゆ
え
に
、
ロ
口
市
民
R
n
g
E巾
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
第
二
買
主
は
免
責
さ
れ
な
い
と
す
る
(
ミ
ヤ
ミ

N・
ロ
巾
=
。
・
]
)
)
一

ロ
ミ
骨
ロ
〈
・
、
吋
ユ
4

〈白
-
Z
M
L
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Z円
少
回
目
。
丘
一
月
間
旨
・
叶
N
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(

門田

]
H
S叶
)
(
オ
リ
ー
ブ
油
製
造
工
場
主
が
、
副
産
物
を
売
却
し
て
い
た
の
に
、
そ

れ
を
履
行
せ
ぬ
ま
ま
に
工
場
を
他
者
に
譲
渡
し
た
事
例
。
工
場
譲
渡
と
契
約
侵
害
と
の
聞
に
は
因
果
関
係
が
欠
け
て
お
り
、
そ
も
そ
も
、
承
継
人

と
し
て
の
契
約
違
反
の
責
任
を
問
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
(
吋
出
・
間
白
ロ
巾
〉
訟
・
]
)
)
・
の

E
B
F己
5
・

zn・
〈
・
回
目

-R・
8
∞
岡
村
・
包

N
Z
(吋同町

。『

-HU吋
由
)
[
巧
一
回
円
、
担
当
]
(
株
式
の
二
重
売
買
。
第
二
買
主
は
先
行
契
約
を
認
識
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
)
一
冨

8
5可〈・

τzgロ
わ
え
己
巾

わ。・・

F
n・・
0
2句
-
E
E包
(
。
吋
・

5
E
)
(子
牛
の
二
重
売
買
。
本
件
で
は
、
第
一
買
主
の
名
誉
侵
害
に
よ
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
の
可
否
が
問

題
と
さ
れ
て
お
り
、
多
数
意
見
で
は
、
契
約
関
係
の
種
類
及
び
被
害
者
の
そ
れ
に
対
す
る
関
係
・
立
場
に
依
存
す
る
と
し
て
、
積
極
的
判
断
が
示

さ
れ
た
(
ロ
ω
吋
ピ
ロ
号
}
)
)
一
盟
国
町
〈
・
∞

g-mq-出品
Z
・4
〈

-Na
お叶

(
Z
・
0
E∞ω
)
(
家
屋
売
買
の
侵
害
。
但
し
、
解
除
招
致
の
ケ

l
ス
で

あ
り
、
買
主
の
加
害
文
は
そ
の
犠
牲
の
下
に
自
己
の
利
益
を
得
る
と
い
う
間
接
的
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
正
当
化
さ
れ
な
い
と

述
べ
ら
れ

(ω
企
12N・
JEロ
母
巧
白
-
Z
H
)
、
若
干
絞
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
)
な
ど
が
、
こ
れ
に
当
る
と
呈
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
判
決
例
に
お
い
て
は
、
効
果
と
し
て
も
す
べ
て
損
害
賠
償
(
な
い
し
は
懲
罰
的
損
害
賠
償
)
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
原
状
回
復
的
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Relations under Tort Law， 47 V A. L. REV. 559， at 571 (1961))。

(詩) I十誕昨~Q~座為;Q (\.f.l.~単心v 時現!と4害対1 .J...j Q!!長継為よ小川へ.0~ト(l!.d""'~;ポユ (See， REST. (1st， 2nd) ~~ 768 (1)， 769)。
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

な
ど
を
参
照
。
近
時
で
も
、
〉
-
可
巾
印
}
内
白

E
U巾
-E巾
ω
q
i
s
n
0・
4
〉
z
g
E
〉一司

ω
2
4
-
2・
En--
由
主
刃
包
呂
志
(
〉

-
s・
5
弓
)
は
、
パ
イ

ロ
ッ
ト
付
飛
行
機
に
よ
る
運
送
契
約
の
侵
害
の
事
例
で
あ
る
が
、
解
約
権
条
項
が
あ
る
た
め
に
、

Y
が
解
消
誘
致
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所

は
、
責
任
要
件
と
し
て

Y
の
害
意
を
要
求
し
て
い
る
が
、
善
意
(
{
ロ
ぬ
。
。
仏

P
E乙
で
あ
る
こ
と
の
立
証
責
任
を

Y
に
課
し
て
い
る
(
呂
田

1
5ま

わ
Oロロ
O円
}
)
。
ま
た
、
〉
宮
『
ロ
〈
・
∞

s
z
m
n。・・叶
CH
司・日仏

E
N
(ロ
P

Q
『
-
E∞
ω
)
[盟国
-zt司
]
で
は
、
焼
却
炉
売
却
に
関
す
る
排
他
的
契

約
ご
手
販
売
権
付
与
)
の
解
消
誘
致
の
ケ

i
ス
に
つ
き
、
動
機
を
問
題
に
し
て
お
り
、
単
な
る
私
的
利
益
に
基
づ
く
競
争
的
働
き
か
け
な
ら
ば

免
責
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、
害
意
を
認
定
す
る
こ
と
な
く
、
責
任
を
認
め
て
い
る

(Ha-穴
z
i
R
Y
ゎ
・
]
)
。
従
っ
て
、
契
約
侵
害
の
場
合
と
の
相

違
は
、
か
な
り
微
妙
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
幻
)
例
え
ば
、

n
c
g
g
ュg
S
O
S
E
冨町民〔い。・

2
印巾唱伯父喝さ

g
g
E
(冨。・
5
Z
)
w
回
二

ωO(∞
R
Z
]
)
(詐
欺
防
止
法
違
反
)
二
戸
丘
町
。
。
。
.. 

F
n・
4・
E
ロロ巾

M
J
H
E
〉
・
己
印

(Z・』・

5
M
g
W
2
ロ∞

1
2叶
(
の

z
g
g
m足
。
・
』
・
)
(
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
五
年
間
の
包
話
的
取
引
(
価
格
は
変
動

す
る
)
に
つ
き
、
不
確
定
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
)
一
月

o
E
-
m
g
x可わ。・

2
田町

-
h
Sミ
g
R
5
(富
一
ロ
ロ
・
呂
町
印
)
、
同
門
司
ロ
ー
ミ

N
(ロ
巾
]
]
(
リ
・
]
)

(
詐
欺
防
止
法
違
反
)
一

N
E
g
q
5
8
2
8
L
S
S
E
R
E
-包・

5
2
)
・
白
ニ

NC!ωNH(吋
与
ユ
ロ
巾
こ
-
)
(
キ
ャ
リ
ア
ォ

1
ニ
ア
民
法
典
一

六
二
四
条
に
よ
り
、
取
消
し
う
る
(
〈
忠
弘
血
豆
町
)
と
さ
れ
る
)
一

(VRB白
ロ
〈
・
回
忌
一
冊
F
S
H
司
呂
町
品
目

(noz・
5
3
)
・
己
主
∞
(
同
色
守
]
)

(
営
業
譲
渡
に
お
け
る
相
互
性
欠
如
が
問
題
と
さ
れ
る
)
一

F
-
E
P
F
n
-
L
R守
b
g
z
Z
(
Z・
J
h
H
2
5
・
丘
町
ミ
(
明
白
山
口
}
他
)
(
詐
欺
防
止

法
違
反
)
等
で
は
、
す
べ
て
第
三
者
の
責
任
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
出

g
m
∞吋

O
P
E
n
-
g
m巾
wM尋
ミ
ロ
。

5
5
(巨
・
冨
吋
∞
)
場
回
同

2
0
1
2
H
3
0
5
σ
旬
開
】
)
(
非
合
理
的
で
強
制
で
き
な
い

(
5
8『
O『円
g
u
Z
)
と
さ
れ
た
競
業
避
止
義
務
(
二
年
間
)
の
違
反
誘
致
)
一
の

E
S
H
E
g
-
-
F
n
-
認
可
む
き
丹
市
区
(
コ
げ
の
町

-
E叶叩)[巧目的・

]
担
当
〕

w

白骨
N

巴
弔
問
ロ
]
)
(
詐
欺
防
止
法
違
反
?
)
な
ど
で
は
、
消
極
的
立
場
が
採
ら
れ
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
も
、
近
時
は
限
定
的

で
あ
る

(
Z
5可
問
。
。
仏
閉
め
。
弓

g
ぉ
L
ミ
ミ
ロ
。
ぉ
ロ
(
足
。
一
円
・

5
∞
。
)
唱
え
∞

ω叶
Ig∞
(
ω
E
S
C『
2
一
こ
・
)
(
詐
欺
防
止
法
違
反
)
一
の
5
丘

-
E
p

ho弓・
2
8・
的
与
さ

g丹
市
巳
(
呂
∞
O
)

・
回
二
畠
(
』
。
ロ
巾
乙
・
他
)
(
錠
の
排
他
的
供
給
契
約
は
相
互
性
を
欠
く
と
さ
れ
る
)
参
照
。
も
っ
と
も
、
後

者
で
は
、
多
数
意
見
は
、
不
法
手
段
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
、
責
任
の
要
件
と
す
る
が
(
き
.5
、
noow巾
主
席
判
事
は
、
有
力
な
反
対
意
見
を
付

し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
市
場
倫
理
(
ヨ
白
再

R
B。
E})
な
い
し
倫
理
律

(
2
E
S
J円
忠
告
同
)
へ
の
背
馳
と
い
う
見
地
か
ら
見
て
、
〈
。
正
同

σ
Z

S
E
E
2は
、
巾
口
問
O
R
g
z
m
白m
門『巾巾

5
2
Z
と
同
様
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
解
約
自
由
の
契
約
と
は
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る

(
九
日
印

ω
l
h
p
一区))。
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説

(M)
勾
〈
・
回
目
召
叩
F
h
a
h
同志

SRSEn-。
ミ
号
室
町

M
C
E
3
2
4
z
d『
-C-F
河
忠
告
ω
主∞
3
2
3
L
-
p
z
p
M
R
Y
Q
S
S
E
-

丘
町
毘

(
5
2
)
・
も
っ
と
も
、
印
刷
、
ミ
ロ
。
S
N
P
由
同
志
ω
(
呂
町
品
)
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
批
判
的
で
あ
る
。

(
お
)
但
し
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
最
初
の
詳
し
い
研
究
と
さ
れ
る
司
・
回
・

ω
a
E
W
E
R
e円
宣
伝
川
匂
お

R
F
ミ

nosh可
R
F
呂
田
〉
河
〈
円
、
.

月
間
〈
白
色
唱
え
号
∞
ふ
∞
印

tg由
(
E
N
ω
)

で
は
、
ま
だ
「
誘
致
」
に
関
し
て
や
や
限
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
M
m
)
ω
a
s
R
忠
告
白
一
ゎ
・
開

-
P召
2
5
u
h喜
志
S
R
S
S
C
3
h
s
a
s
~
F
E
S
s
-
企
図
〉
河
〈

-F-mE
芯
∞
・
由
コ
ω
ω
(
E
N
S
・

(幻

)
ω
S
5・
紅
白
同

gm
一
白
血
召

R
Lミ
s
g
g
N
P
回二=-

論

近
時
の
学
説
の
動
き
(
一
九
八

0
年
代
)

一
九
八

0
年
代
に
入
る
と
、
や
や
停
滞
し
て
い
た
こ
の
分
野
の
議
論
は
、
俄
か
に
流
動
化
な
い
し
活
性
化
し
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
の
経
済
分
析
の
余
波
と
し
て
、
効
率
的
契
約
違
反
の
考
え
方
が
契
約
侵
害
の
領
域
に

も
及
ぽ
さ
れ
、
か
な
り
有
力
に
、
従
来
よ
り
も
限
定
的
な

1

l
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
適
法
な
競
争
行
為
に
よ
る
契
約
違
反
の
誘
致
は
不
法
行

為
に
な
ら
な
い
と
す
る
|
|
見
解
が
示
さ
れ
(
ロ

S
Z
論
文
こ
九
八

O
)
句
巾
ユ

g
g論
文
(
一
九
八
二
)
、
口
。
呈
E
m
論
文
二
九
八
六
)
)
、
そ

れ
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
効
率
的
違
反
分
析
に
よ
る
限
定
説
を
紹
介

し
か
し
、

し
(
三
l
ご
、
続
け
て
、

一一一

l
一

そ
れ
に
対
す
る
伝
統
的
立
場
か
ら
の
反
論
を
見
る
こ
と
に
す
る

効
率
的
違
反
分
析
に
よ
る
限
定
説

(一一一一一)。

ω
契
約
侵
害
の
問
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
効
率
的
違
反
(
民
同
庁
広
三

σ
B
R
F
)
の
考
え
方
に
つ
き
一
言
し
て
お
く
。
も
っ
と
も
、
既
に

寸
契
約
を
破
る
自
由
し
と
い
う
形
で
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
あ
げ
で
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
、
契
約

責
任
に
お
け
る
賠
償
範
囲
が
不
法
行
為
の
場
合
と
異
な
り
一
定
限
度
に
限
ら
れ
て
い
る
(
懲
罰
的
賠
償
は
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
な
い
)
こ
と
の
説

明
と
し
て
、
法
と
道
徳
を
峻
別
す
る
立
場
か
ら
、
「
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
契
約
を
遵
守
す
る
義
務
と
は
、
守
ら
な
か
っ
た
ら
損
害
賠
償
を
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

(
却
)

そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

そ
れ
は
断
片
的

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
経
済
学
的
手
法
を
用
い

る
こ
と
に
よ
り
|
|
す
な
わ
ち
、
パ
レ

1
ト
最
適
基
準
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る

E
5
2・E
n
E基
準
の
一
適
用
と
し
て
|
|
、
契
約
違
反

に
よ
る
損
害
が
充
分
に
填
補
さ
れ
て
も
な
お
違
反
者
に
余
剰
利
益
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
右
違
反
は
効
率
的
で
あ
り
む
し
ろ
積
極
的
に
支

持
さ
れ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
、
最
初
に
詳
述
し
た
の
は
、
∞
町
BEmyω
自
(
一
九
七

O
)

で
あ
り
、
そ
の
後
。
。
2
N
h
w
ω
8
3
論
文
(
一
九
七
七
)
で
吾

g
弓
。
向
。

B
n
B
E
耳
g
n
y
と
命
名
さ
れ
、
ま
た
、
か
の
著
名
な
句
。
凹
ロ
巾
吋

の
体
系
書
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ω
こ
こ
で
紹
介
す
る
り

sgw
可巾ユ

Bgu
巴
。
三
宮
m
に
よ
る
三
編
の
論
文
は
、
大
略
主
と
し
て
右
に
述
べ
た
考
え
方
を
契
約
侵
害
の
場

面
に
反
映
さ
せ
て
、
従
来
よ
り
も
限
定
的
な
解
釈
論
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
と
く
に
後
二
者
に
そ
の
傾

向
が
強
い
)
。
も
と
よ
り
、
各
論
文
相
互
間
に
は
、
結
論
、
理
屈
づ
け
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
個
別
に

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
も
の
で
あ
り
、
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ま
ず
、

0
0
σ
Z
論
文
(
一
九
八

O
)
は
、
従
来
の
判
例
法
に
お
け
る
正
当
事
由
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
問
題
意
識
の
下
に
、
そ
れ

(
お
)

自
体
と
し
て
は
許
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
よ
り
何
故
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
判
例
に

対
す
る
批
判
と
し
て
は
、

ω原
理
(
胃

En--o)
が
欠
落
し
て
お
り
、
明
示
性
を
欠
く
こ
と
、

ω契
約
が
胃
。
宮
ユ
可
と
い
う
だ
け
で
は
不

充
分
で
あ
り
、
第
三
者
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
正
義
感
に
反
す
る
こ
と
、

ω適
用
上
の
コ
ス
ト

(g巳
止
命
号
。
司
)

が
存
す
る
こ
と
、
制
人
間
の
自
律
性

(
m
E
8
0
5
1
と
相
容
れ
な
い
こ
と
、
制
履
行
に
特
殊
性
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
効
率
的
違
反

の
考
え
方
が
採
ら
れ
る
べ
き
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
よ
り
個
別
的
な
分
析
に
よ
り
他
の
法
理
で
処
理
で
き
る
場
合
に
は
、

契
約
侵
害
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
と
述
べ
ら
れ
(
従
っ
て
、
不
法
行
為
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
て
ま
た
、
契
約
侵
害
を
問
題
に
す

北法38(5-6・II・271)1621 



説

べ
き
場
合
と
し
て
、
履
行
に
代
替
性
(
市
場
志
向
性
(
宮
司
W
2・
2-ozazg))が
な
い
時
に
は
、
侵
害
責
任
を
肯
定
し
、
懲
罰
的
損
害
賠

償
等
も
認
め
ら
れ
て
い
ぶ
仁
、
ま
た
、
特
定
履
行
が
で
き
る
場
合
に
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ

l
法
理
に
よ
り
第
三
者
の
侵
害
行
為
の
差
止
も
認
め

ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
限
定
的
志
向
は
窺
え
る
も
の
の
、
結
論
的
に
は
、
判
例
の
立
場
と
あ
ま
り
大
差
な
い
と
こ
ろ
に
落
ち
着

論

い
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
句
。
ユ
ヨ
山
口
論
文
(
一
九
八
二
)
の
方
は
、

-md〈

h
w
R。ロ。

sw∞
の
議
論
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
も
、
そ

れ
自
体
適
法
な
競
争
行
為
は
免
責
さ
れ
る
と
し
て
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
の
要
件
と
し
て
不
法
な
手
段
の
使
用
を
要
求
す
る
立
場
が
貫
徹

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
適
法
手
段
に
よ
る
侵
害
の
場
合
に
絞
っ
て
見
て
み
る
と
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
及
び
判
例
の
立
場
に
は
、
競
争

に
よ
る
経
済
秩
序
と
の
関
連
で
疑
問
が
あ
る
と
し
て
、
効
率
的
契
約
違
反
分
析
官
民

E
o
E
可
g
n
F
何回
E
-
3
2
)
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

ω契
約
違
反
者
も
し
く
は
第
三
者
の
い
ず
れ
が
訴
え
ら
れ
る
か
不
明
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
コ
ス
ト
(
一
種
の

g巳
o
ZコC
吋
)
が
か

か
る
こ
と
、

ω第
三
者
と
売
主

(
n
Z
8
2
∞
g
R
y
q
と
さ
れ
る
)
と
の
取
引
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
、

ω第
三
者
は
売
主

(nyg℃
q
g
z
m
m
o円

と
さ
れ
る
)
に
比
し
て
、
損
害
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
有
利
な
地
位
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
制
個
人
的
労
務
契
約
の
場
合
に
も
、
特
定
履
行

の
コ
ス
ト
が
か
か
る
点
及
び
被
用
者

(nZ右
耳
目

R
S
qと
さ
れ
る
)
と
第
三
者
と
の
取
引
費
用
の
低
さ
等
か
ら
、
社
会
的
取
引
費
用
の

最
小
化
と
い
う
効
率
性
の
目
的
に
鑑
み
て
、
第
三
者
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
非
効
率
的
な
取
引
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
も
た

ら
さ
れ
て
、
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
違
反
誘
致
の
道
義
的
責
任
を
強
調
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
非

効
率
的
契
約
の
違
反
を
促
進
さ
せ
る
契
約
責
任
の
処
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て
片
付
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
口
。
t
i
E
m
の
見
解
(
一
九
八
六
)
は
、
基
本
的
に
は
句
。
ユ
E
何
回
ロ
と
同
様
で
あ
る
(
随
所
に
、
論
文
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
)
が
、

そ
の
延
長
線
上
で
一
段
と
徹
底
さ
せ
て
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
の
廃
棄
を
提
唱
し
て
い
勾
(
も
っ
と
も
、
詐
欺
・
名
誉
毅
損
・
反
ト
ラ
ス
ト
法

違
反
等
の
別
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、
第
三
者
の
責
任
を
品
同
定
さ
れ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
不
法
手
段
の
使
用
を
要
件
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と
す
る
忠
ユ
ヨ
自
の
立
場
と
大
差
な
く
、
結
局
は
、
立
証
責
任
の
相
違
に
帰
着
す
る
よ
う
で
あ
る
)
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
の
中
心
は
、

ω効
率
的
契

約
違
反
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
契
約
法
の
ポ
リ
シ
ー
と
の
衝
突
と
い
う
問
題
を
完
全
に
回
避
す
る
た
め
に
は
、
同
v
o
ユ
自
何
回
口
の
立
場
で
は
不
充

分
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
点
に
あ
り
、
さ
ら
に
、

ω被
害
者
は
彼
自
身
が
作
り
出
し
た
契
約
上
の
訴
権
の
み
を

利
用
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
薄
く
し
て
も
よ
い
と
か
、
仙
侵
害
不
法
行
為
を
認
め
て
も
第
三
者
の
行
動
へ
の
影

響
は
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
契
約
違
反
が
し
や
す
く
な
る
と
か
等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
な
お
論
証
不
充
分
の
感
は
否
め
な
い
。

一一
一
1

二

判
例
支
持
説
か
ら
の
反
駁

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

ω
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
限
定
的
見
解
が
出
る
一
方
で
、
判
例
と
同
様
に
、
広
く
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
を
認
め
る
立
場
も
依
然
と
し

て
有
力
で
あ
る
。
特
に
、
矯
正
的
正
義
(
の

2
2
2
2
0
吉
弘
即
日
)
の
立
場
か
ら
胃

8
q
q
ュm
Z
の
保
護
を
重
視
し
、
功
利
主
義
(
法
の
経

済
分
析
)
に
対
し
て
も
批
判
的
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
開
宮
Z
E
の
本
稿
の
問
題
に
関
す
る
見
解
(
一
九
八
七
)
が
注
目
さ
れ
る
が
、
以
下

で
は
時
期
を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

ω
ま
ず
、

E
E
0
5論
文
(
一
九
八
こ
は
、
。
。
σσ
基
調
文
の
翌
年
に
出
さ
れ
、
同
論
文
を
意
識
し
つ
吋

γ、
判
例
及
び
伝
統
的
な
学

説
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
契
約
を
官
。
宮
司
守
門
戸

m
Z
と
す
る
分
析
は
ニ

O
世
紀
早
期
に
支
配
的
で
あ
っ
た
に
止

ま
る
と
述
べ
て
、
前
述
の
限
定
説
を
踏
ま
え
て
か
、
契
約
の
保
護
を
肯
定
す
る
実
質
的
根
拠
が
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

契
約
関
係
の
安
定
な
い
し
安
全
性
に
対
す
る
社
会
的
利
益
が
強
調
さ
れ
て
、
契
約
の
信
頼
性

(5-EE--q)
は
、
市
場
経
済
の
基
礎
で
あ
り
、

第
三
者
の
取
引
行
動
の
指
針
と
し
て
、
取
引
活
動
の
安
定
の
基
礎
と
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

M
r
も
っ
と
も
、
契
約
の
安
定
性
に
対
す
る
社

会
的
利
益
は
、
第
三
者
の
取
引
活
動
の
利
益
と
衡
量
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
意
図
的
侵
害
者
こ
そ
が
、
倫
理
規
範
|
|
契

約
の
信
頼
性
ー
ー
を
侵
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
杭
r

ま
た
、

E
S
論
文
(
一
九
八
三
)
は
、
恩
師
Z
Eの
g吋
5
2
-
2
E
E
B
の
立
場
か
ら
出
発
し
守
経
済
的
効
率
性
を
指
針
と
す
る
句
。
平
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説

日
告
の
分
析
に
正
面
か
ら
対
峠
し
、
既
存
の
判
例
法
の
合
理
性
を
説
明
す
る
記
述
的
理
論

(
U
S
E
S
F
gミ
)
の
構
築
に
努
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
未
護
得
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
に
対
す
る
追
求
権
」
と
い
う
官

8
2
q
ュm
Z
の
中
間
的
段
階
か
ら
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
責
任
を

統
一
的
に
説
明
す
る
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
お
り
、
論
文
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
種
の
胃
。
℃
∞
ユ
可
釦
ロ
包
苫
目
的
を
行
う
も
の
で

あ
る
。

論

そ
し
て
、
最
近
発
表
さ
れ
た
思
】
印
Z
E
論
文
二
九
八
七
)
で
は
、
こ
の
分
野
は
近
時
の
不
法
行
為
理
論
の
統
一
化
の
試
み
に
お
い
て
等
閑

視
さ
れ
て
い
た
(
口
金

R
Z与
え
告
の

E
E
で
あ
っ
た
と
す
る
)
と
し
、
ま
た
、
従
来
の
印

E
2
-
u
E
-
q
2
5
m
-
-
m
g
B
の
議
論
γ

は
、
物

理
的
侵
害
の
場
合
に
は
重
要
で
あ
る
が
、
契
約
侵
害
に
は
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
こ
で
の
問
題
は
物
理
的
侵
害

2
2可ロ
2
Zロ
)
で
は
な
く
、
「
奪
取
」

(
g
w
z
m
o同
日
】
円
。
宮
吋
片
山
、
)
に
関
す
る
不
法
行
為
で
あ
る
と
述
べ
て
、
「
表
見
所
有
権
(
。
民
自
由

E
O

。
当
日
E
E匂
)
の
法
理
」
の
問
題
と
し
て
理
論
的
に
位
置
づ
け
る
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
を
示
し
て
お
り
、
円
】

g
u
q
q
に
関
す
る
法
理
の
適
用
と
し

て
説
明
す
る
の
は
、
一
種
の
官
。
開
拓
ユ
可
包

g
-
3
S
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
結
論
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
判
例
の
立
場
と
変
ら
な
い

が
、
や
や
異
な
る
の
は
、
契
約
解
消
誘
致
の
場
合
(
引
き
抜
き
で
、
雇
傭
契
約
違
反
が
な
い
場
合
等
)
に
競
争
市
場
の
要
請
に
鑑
み
て
消
極
的
立

場
を
と
る
点
、
契
約
が
不
完
全
な
場
合

(
5
0
E
2
8
m
E
O
B
E
E
n
g
)
に
保
護
を
否
定
す
る
点
、
及
び
、
効
果
と
し
て
差
止
及
び
回
復
的

賠
償
[
被
告
の
利
益
の
返
還
]
を
-
認
め
る
点
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
後
半
部
分
で
は
、
効
率
的
契
約
違
反
の
立
場
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
併
せ
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

(
却
)
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
〉
同
司
何
回
i

・』〉冨何回
w

〉
Z
O
O
-
ω
・の同〉
J
F

、H，E岡
山

F
〉
要
。
司
、
H
，O
問、『印
(
N
ロ
門
田
色
一
・
巳
∞
昂
)
〈
。
-
-
N

℃・

ωglω
印
∞
に
お
い
て
、
判

例
を
支
持
す
る
初
版
の
記
述

(
2
2
a
-
E
E
)
℃
・
臼
ご
と
は
異
な
り
、
限
定
説
に
理
解
を
示
す
立
場
が
説
か
れ
、
学
界
・
裁
判
所
と
も
に
不

安
定
な
状
況
に
あ
る
(
匂
・

8
8
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
時
の
句
問
。
印
印
何
回
待
関
目
↓
o
z
c
z
斗
。
司
自
(
印
吾

a・
5
∞印)匂・

北法38(5-6・II・274)1624



契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

申
∞
吋
で
は
、
従
前
の
立
場
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
樋
口
範
雄
「
契
約
を
破
る
自
由
に
つ
い
て
」
ア
メ
リ
カ
法
[
一
九
八
三
|
一
一
]
一
二
七
頁
以
下
(
な
お
、
本
稿
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
二
二
九

頁
で
言
及
さ
れ
る
)
、
飯
山
昌
弘
「
法
の
経
済
分
析
1

1
契
約
法
の
周
辺
|
|
L
都
立
大
法
学
会
雑
誌
二
五
巻
一
号
ご
九
八
四
)
五
二

O
l五

三
一
頁
、
神
田
秀
樹

1
小
林
秀
之
「
契
約
(
救
済
)
の
法
と
経
済
学
L
法
と
経
済
学
入
門
二
九
八
六
)
四
二
五
七
頁
、
ポ
リ
ン
ス
キ
l
(原

因

l
中
島
訳
)
・
入
門
法
と
経
済
l
効
率
的
法
シ
ス
テ
ム
の
決
定
(
一
九
八
六
)
四
六
|
五
二
頁
、
森
村
進
「
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
づ
け
」
人
間

的
秩
序
こ
九
八
七
)
ニ

O
二
i
ニ
O
五
頁
等
参
照
。
な
お
、
こ
の
種
の
考
え
方
が
ア
メ
リ
カ
で
風
廃
し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
阿
川
尚
之
・

ア
メ
リ
カ
ン
・
ロ
イ
ヤ

l
の
誕
生
(
中
公
新
書
)
(
一
九
八
六
)
五
三
頁
か
ら
も
う
か
が
え
る
(
も
っ
と
も
、
同
書
・
九
九
l
一
O
O頁
で
は
関
係

維
持
の
重
要
性
に
も
触
れ
ら
れ
る
)
。
道
回
教
授
は
、
こ
れ
を
「
ア
メ
リ
カ
の
契
約
観
」
だ
と
さ
れ
て
お
り
(
前
掲
書
(
一
九
八
七
)
二
七
頁
、
九

七
頁
)
、
北
川
教
授
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
契
約
意
識
が
低
く
、
契
約
法
理
も
そ
う
な
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
法
意
識
の
現
状
を
め
ぐ
っ
て
(
法

社
会
学
三
七
号
)
(
一
九
八
五
)
六
二
1

六
三
頁
)
。

(却
)
0・4
司

-
z
o
-
5
2・
吋
君
、
bHFO¥HFhihhN世
号
、
呂
田
〉
悶
〈
「
周
囲
凶
〈
仏
印
円
三
怠
N
(
E
U吋
)
そ
し
て
こ
れ
に
関
し
て
は
、
句
。
-znw
か
ら
、
契
約

違
反
を
単
な
る
損
害
賠
償
支
払
の
選
択
(
色
町
♀
芯
口
一
色

8
2丘
一
〈
巾
)
と
見
る
こ
と
は
、

T
H
E
-巾
山
、
〈
・
の
苫
及
び
そ
れ
を
支
持
す
る
判
例
の
立
場

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
書
信
(
一
八
九
七
年
九
月
一
七
日
付
)
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
(
同
吋
日
一
句
。
巳
cn同・出
O
E向思

F
E
J，
何
回
目
(
問
。
ぎ
巾

a
i
-
-
E
N
)
g
-
巳
片
包

Z

E吋
B
E
m
y白同
H
Y
S
Lやむロ。門巾
ω同
(
呂
叶
C
)

噌白昨日∞
ω
口。門巾

hN)。
E
o
-
5
2
が
ア
メ
リ
カ
の
法
学
史

上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
の
・
の
戸
ヨ
。

Z
は
次
の
知
く
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
リ
ア
リ
ス
ト
で
道
徳
を
排
除
し
た
出
c
-
5
2
は
、
過
去
と
断
絶
(
印
町
田
号
可

gw)
が
あ
り
、
彼
の
提
唱
し
た
原
理
は
、
契
約
上
の
義

務
履
行
に
つ
い
て
の
道
義
上
の
責
任
を
否
定
し
、
契
約
責
任
に
対
す
る
客
観
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
点
で
、
革
命
的
意
義
を
持
っ
と
す
る
(
吋
回
開

。
問
〉
叶
国

O司
わ
0
2
叶同〉
(

U

4

(

同市
YE)
匂・

H
H
N
0・
ωゲ

HHN)
。

(
幻
)
閉
山
・
「
回
目
『
包
括
E
F
N
W
S与
ミ
円
。
s
h
s
a
b
b遺
品
m
h
h
S
R
S
g
h
H
Fもおもさ礼町町、宮内札口町芯
9

N品
月
号
自
国
的
問
、
.
冒
〈
-N吋
ω・間同

N
E

N∞印
-
N
S
2
2
0
)
・
ま
た
、
出
血
立
N
]
巾F
H
W
間切一
s
s
n
a
g
h同
切
g
き
さ
N.町
、
NhS円
S
5
3
¥
H
F町
h
b
s
b
¥
門

U
S
H『
R
H
b
S
3品
問
師
、
白
〉
沼
∞
。
印
-

F
・
』
・
銭
円
巳

ω由
N
l
S
ω
(
呂
町
∞
)
一
開
・
〉
・
明
白
叶
口
問
看
O『同町
1
h町hミ
同
町
司
君
h叫tug-P司、句、
.hhN忌
。
」
刊
。
。
ミ
ミ
ユ
さ
の
。
FCF向円、.同州虫、

H
H
8・
R
H
E吋

(H君
。
)
・

Z
・
∞
白
ユ
o
p
M
Z
F同
町
む
き
さ
円
切
言
号
。
¥
b
S
N品
-
g
k
v、句、町民円
p
b
¥
(
u
s
h
s
n
F
H
』
-
E
C〉戸

ω吋
C
U
N
コ-
R
N
S
(冨吋
N)
で

も
、
同
様
の
考
え
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
程
詳
し
く
は
な
い
。
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∞
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(自)C. J. Goetz & R. E. Scott， Liquidated Damages， Penalties and the Just Com.ρensation Pri世間)りた Some Notes on an 
Enlorcement Model and a Theory 01 Elficient Breach， 77 COLUM. L. REV. 554， at 557-559 (1977)総監。
(沼)R. A. POSNER， ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (1st ed. 1973) p. 55-60 ; (2d ed. 1977) p. 89-90 ; (3d ed. 1986) p. 107.鰍定制

l区以ム4 今o~:m~ミ'尉<~~!と td -'-6I'(l~~調-'-6.0骨{，;tI時世 td~' an incentive to commit a breach 為剖~'骨{，~lt'小平J t6t;~~

4手心約二-¥.11認で心ヰ二時。時'8主主， P. Linzer， On the Anomaly 01 Contract Remedies --Efficiency， Equiか"and the Second 
Restatement， 81 COLUM. L. REV. 111， at 112-116 (1981) ~.，j)'障担事長百戸Q啓司rrtd金量わい早川Q トQiミ'夜船右側l区浪-\l>(詑;tI平二 ν

ユI'(l。骨{，~' T. S. Ulen， The Efficiency 01 Speゆ・cPeゆrmance: Toward a Unified Theoη 01 Contract Remedies， 83 

MICH. L. REV. 341， at 342 (1984) や当'話量移E宮校髄ト主t! 8剥<~士活ど Q勲戸〈 14 吋令。割程若者費総Qモト，~童話余 (key advance) -¥.1 

Jト/察隊ト草取K~側出 8li\P'ば-f!;:;ltJ 1認で ν 二時 (id. at 344-345 .，j)4総!l!O。
(話)D. B. Dobbs， Tortious Inte1プ仇ncewith Contractual Relationships， 34 ARK. L. REV. 335， at 338 (1980). 

(自)Id. at 343. 

(お)Id. at 346 ((j))， 351， 355 ((ii))， 356-357 (uiD)， 358 (uv)) ， 360-361 ((v)). 

(包)Id. at 365-373. 

(寓)Id. at 374-375. 

(詔)Id. at 375 note 154. 

(宕)H. S. Perlman佃岨1'(Dobbs 8伺盛F;ltJ語穿...)'株製土佐主 (non-economic) 糧事司~';tI~!JJ酬匝M~~ t6ユムJ ...Jドニの (Inteちたr­

ence with Contract and Other Economic Expectancies : A Clash 01 Tort and Contract Doctrine， 49 U. CHI. L. REV. 61， 
at 92 note 131 (1982))。

(可)Id. at 62， 128. 

(ミ)Id. at 78. 
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(id. at 113 note 234)。
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

(
日
刊
)
巴

-n-uo当ロロ
m
-
A
Dミ
ミ

H
3
Sミ
k
v
、
a
P
R
e宮
ロ

ミ

~
h
3
E
s
h
h
s
h
S為、
h
s
R
S民
H
F
Dミ可
R
H
切
さ
ミ
HF同
qSEN-K芝

ミ
S
5
M
3
h
h
h
w
8
c
.
冨
同
〉
百
円

-m開〈
dAH∞
叶
唱
え
日

ω噌一戸市戸

(
M
W
)

ミ
・
白
昨
日

HN
で
は
、

pwユ
ロ
岡
田
口
は
意
図
的
侵
害
の
立
証
を
原
告
に
負
わ
せ
る
だ
け
で
、
侵
害
行
為
自
体
に
不
法
性
が
な
い
こ
と
の
立
証
責
任
を

被
告
に
課
し
て
い
る
と
し

(
s
y
a
g
g
ち

(HSN)wa
コ
を
引
用
す
る
)
、
。
。
呈
円
高
は
そ
れ
に
反
対
し
、
原
告
に
第
三
者
の
独
立
の
不
法

行
為
を
立
証
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
(
丘
三
日
仏
)
。

(
灯
)
足
・
由
昨
日
品
目

H印
・
そ
し
て
、
刑
法
と
の
権
衡
論
に
対
し
て
は
、
契
約
違
反
は
、
取
引
上
の
判
断

2
5
E巾回目色
R
E
Oロ
)
で
あ
り
、
そ
れ
に
働

き
か
け
る
こ
と
は
非
難
さ
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
(
位
三
日
3
、
斥
け
て
い
る
。

(
川
町
)
ミ
・
同
昨
日
目
l

印
HmhE((ロ))・日
S
S
F
U
)
・
後
者
は
、
同
》
巾
円

]
B
S
と
も
や
や
異
な
る
理
解
で
あ
る
。
そ
の
他
、
仙
と
関
連
し
て
、
契
約
侵
害
の
不
法

行
為
を
認
め
る
と
、
二
重
賠
償
(
号
ロ
豆
巾

5
2
2ミ
)
の
余
地
が
あ
り
、
社
会
的
損
失
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
(
詑
民
宮
山
)
が
、
あ
ま
り
説
得

的
で
は
な
い
。

(
却
)
本
稿
の
問
題
か
ら
逸
れ
る
が
、
取
引
関
係

(
σ
5
-
E
a
z
z
z
oロ
)
の
侵
害
の
方
が
、
契
約
侵
害
よ
り
保
護
に
値
す
る
と
述
べ
ら
れ
(
従
っ
て

そ
の
限
り
で

F
E
S白
ロ
の
立
場
は
支
持
さ
れ
る
と
す
る
)
、
こ
の
点
は
歴
史
的
に
も
支
持
さ
れ
る
と
し
て
い
る
(
位
同
昨
日

YEω
・
日
叶
臼
∞
・
臼
申
)
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
通
常
と
は
全
く
逆
の
立
場
の
論
証
と
し
て
は
、
不
充
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
印
)
近
時
の
開
宮
丹
市
宮
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
ミ
ミ
E
S
Q
h
b
s
~
向。ミ町内丘町」句、
SHN.門
町
民
誌
、

hHhqミ
凡
官
三
b
s
n。誌は『
b
S
F
∞

』
戸
問
。
〉
戸

ω
4
c
u
邑

(HS申)一

nnNEミ
芯
芯

bsh同
町
。
ミ
、
同
町
立
せ
問
、
S
H凡町内

~
h
均
見
守
守
町
。

M28。
。
3.hhmリ
師
、
∞
]
戸
開
。
〉
戸

ω
↓cu-
会
叶
(
巴
忍
)
が
あ

り
、
正
義
の
要
請
と
功
利
主
義
(
効
率
性
)
の
要
請
と
の
調
和
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
矯
正
的
正
義
L

と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
配
分

的
正
義
」
と
対
比
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
論
(
高
田
三
郎
訳
・
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学

ω(岩
波
文
庫
)
(
一
九
七
二
一
八
一
頁
以
下
)
に

由
来
し
、
人
間
交
渉
の
場
で
バ
ラ
ン
ス
(
均
等
)
の
保
持
を
は
か
る
正
義
で
あ
り
(
契
約
関
係
の
場
面
で
は
、
後
世
「
交
換
的
正
義
」

(
2
5
5丘
三
一
語

吉
田
同
庁
巾
)
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
新
平
・
法
哲
学
概
論
(
法
律
学
全
集
)
(
一
九
七
六
)
四
四
五
|
四
四
六
頁
参
照
)
、
開
宮
仲
間
山
口
が
、

不
法
行
為
法
を
矯
正
的
正
義
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
言
う
際
に
は
、
ま
ず
個
人
の

-
5
R
q
及
び
買
O
U
巾
吋
片
山
、
の
保
護
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
あ

い
が
あ
る

(hshsssbN
同
Q3器
、
品
]
円
、
開
。
〉
戸

ω
↓C
O
S
H
-
主
企
同
(
冨
吋
印
)
)
。
従
っ
て
、
自
由
尊
霊
的
で
あ
る
l
h
|
す
な
わ
ち
、
国
家
の

役
割
を
重
視
し
な
い
ー
ー
と
い
う
意
味
で
は
、
功
利
主
義
的
な
経
済
分
析
論
者
と
近
似
し
て
い
る
が
、
同
)
吋

a
q
q
ュm
Z
の
保
護
を
目
的
と
す
る

点
で
思
考
タ
イ
プ
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
(
官
。
宮
ユ
可
ユ
m
Z
の
不
可
侵
性

(
z
i。
EE--q)
な
い
し
自
律
性
(
間
三
。
ロ
0
5
1
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誌
記
(
∞
お
・
ロ
・
?
由
)
∞
円
山
崎
将

Q昔世E長心今~~脅て-<Dヰ二時) .>J E;' ~丞濯や， 1をll!I'~手怯 (ownership rules) .>J}そァ誕!と持m.>JZ主齢期ねl2R¥:挙t2判Ci.>J漏ゐヰヰトJ二時
(Causation and Corrective Justi同 suρra(1979)， at 499-501 )。

(日)J. Danforth， Tortio附 Inteげをrencewith Contract : A Reassertion 01 Society's Interest in Com1ηercial Stability and 
Contractual Integrぜか"81 COLUM. L. REV. 1491， at 1493 note 14 (1981) U ~ E;'nr>!lE為必の。

(自)~吾~~' ~~~!とや収J~ ユ尉〈宰 (unenforceablecontract) t2.，;1)' }や誕!と4害対4斗Q感慨;(ti照宮公ドユの (id.at 1518-1519) 

E;':l:主' まぎ骨~E;'~~生.lJ~~き~1Qt{ð。

(巴)Id. at 1502 note 82. 

(苫)Id. at 1493， 1509， 1511， 1513-1514 

(巴)Id. at 1522-1523. 

(虫)B. L. Fine， An Ana!ysis 01 the Formation 01 Pro，卯均 Rightsundeゆ'ingTortious Inteゆrencewith Contracts and 
Other Economic Relatio附:， 50 U. CHI. L. REV. 1116， at 1118， 1124 (1983) 

(包)Id. at 1120. 

(宮)Id. at 1126 やさ~' the right to free pursuit of unacquired property， including unacquired performance .>J7認で心兵ド将

z、'剥<~E;'婁:t\gU ~.al!!正:!l1I:l:主随!と U Çì哨u議~~:lf;'~製~ (an exclusive right/ a right that is superior to a third party's 

right to advance his own commercial interest) ;(ti侵攻いの.>J.-Jνユ時 (id.at 1137， 1142)。
(岳)Id. at 1139. 

( 55) Epstein ~'用粧E;'}キ挺!と持Q型F阻U .\!iユド.，;1)' r溢~畑出!!W~需J (theory of strict liability) .>J耗Jい'制岡国主将l格指照

w!! Uffiì .-Jf.!昨鍵怪体l拡母いユt{ð~ミ'ト)~誌のユいさ~I' ~:tt燃料 rlヘス~-fミ lキ鴬!と終挺糾tdlヰ 1辛子。海廃却さ (1 )) J 尚~<) ~知 1 ) 

働長岡~ドー(1兵く11))総匹。

(呂)R. A. Epstein， Inducement 01 Breach 01 Contract as a Problem 01 Ostensib!e Ownership， 16 J. LEGAL STUD. 1， at 2， 11 
(1987). 

(~) Id. at 2-3， 21 et seq. 
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同
丹

N
ω
)

。
ま
た
、

gv凹
宮
山
口
は
、
「
奪
取
」
不
法
行
為
か
ら
公
法
的
な
「
収
用
」
(
叩
ヨ
宮
内
三
仏

o
g巳
ロ
)
を
も
包
摂
す
る
統
一
理
論
を
試
み
る
著
書

を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
契
約
上
の
権
利
は
処
分
権
に
関
わ
る
ヌ
O
匂

巾

ユ

可

ユ

m
Z
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
吋
〉
百

z
g

司
回
目
〈
〉
叶
開
足
。

E
mコ
〉
Z
U
吋

E
E羽
田
。
司
明
言
Z
開Z
司
0
0
5
2
2
S
3・
白
石
・

(
E
Y
E
-∞∞)。

(
制
)
足
・
回
二
日
・
さ
ら
に
、

8
2巴
p
p
b
A
E
M向
。
¥
奇
心
3HSH
白
H5.N2HC・(
U
E
F
・
冒
〈

-
E
F
回
二

g
l巧
∞
(
巴
∞
品
)
も
参
照
。

(
白
)
町
、
・
白
円
Nω

・

(
前
)
ミ
・
回
二
∞
・
β
・
そ
の
他
、
第
三
者
の
行
為
態
様
と
し
て
積
極
性
が
要
求
さ
れ
ず
、
認
識
し
つ
つ
受
領
(
円

R
a回
忌
)
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る

点
(
匙
丘
町
1
N

∞
)
も
や
や
異
な
る
。

(
町
)
旬
、
・
白
門

ω九
日
巾
丹
田
巾

0
・

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

四

若
干
の
考
察

以
上
に
、
近
時
の
学
説
の
動
向
を
や
や
詳
し
く
見
て
き
た
が
最
後
に
私
な
り
の
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述

べ
た
限
定
的
学
説
(
三
|
一
参
照
)
は
、
契
約
の
対
第
三
者
保
護
を
か
な
り
広
く
認
め
る
ア
メ
リ
カ
判
例
法
(
ニ
参
照
)
に
対
す
る
|
|
そ

し
て
日
本
法
の
下
で
そ
れ
を
強
調
す
る
私
見
に
対
す
る

l
l
l
問
題
提
起
と
し
て
受
げ
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
限
定
説
ひ
い
て

は
そ
の
前
提
を
な
す
効
率
的
契
約
違
反
分
析
に
は
、
今
尚
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
直
ち
に
賛
同
で
き
な
い
よ

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
批
判
的
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
簡
潔
に
問
題
点
な
り
将
来
の
課
題
を
列
挙
し
て

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、

お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ω
[効
率
的
契
約
違
反
分
析
(
費
用
便
益
分
析
)
に
対
す
る
内
在
的
批
判
]

ま
ず
、
効
率
的
契
約
違
反
が
主
張
さ
れ
る
際
に
な
さ
れ
る
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
問
題
点
と
し
て
は
、

さ
し
あ
た
り
次
の
こ
と
が
指
摘

で
き
よ
う
(
な
お
、
二
重
契
約
の
図
式
化
と
し
て
、

A
l
B
間
で
ま
ず
契
約
が
結
ぼ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

A
が
違
反
し
て
A
1
C
間
で
新
契
約
が
な
さ
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説

れ
た
場
面
を
考
え
て
、
以
下
で
の
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
)
。

論

ま
ず
第
一
に
、

B
の
効
用
(
す
な
わ
ち
損
害
)
の
填
補
の
仕
方
と
し
て
、
期
待
利
益
の
賠
償
だ
け
で
は
不
充
分
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
契
約
法
上
の
損
害
賠
償
に
は
ハ
ド
レ

l
・ル

l
ル
に
伴
う
制
約
(
契
約
時
に
お
け
る
損
害
の
予
見
可
能
性
等
)
が
あ
り
、

ま
た
、
契
約
の
履
行
に
代
替
性
が
な
い
場
合
の
効
用
(
損
害
)
の
算
定
は
か
な
り
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
留
意
す
べ
き

は
、
契
約
侵
害
が
問
題
と
な
る
の
は
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
契
約
違
反
後
に

A
l
B
間
で
生
ず
る
コ
ス
ト
|
|
例
え
ば
、
示
談
・
訴
訟
等
の
コ
ス
ト
ー
ー
が
十
分
に
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い

憾
み
が
あ
る
。
確
か
に
、
取
引
費
用
が
ゼ
ロ
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
コ
ー
ス
の
定
理
に
よ
っ
て
、
契
約
に
よ
る
財
の
配
分
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
、
効
率
性
[
パ
レ

1
ト
最
適
]
が
達
成
さ
れ
て
、

C
の
効
用
が
大
で
あ
れ
ば
、
財
は

C
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
取
引
費
用
は

ゼ
ロ
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
コ
ス
ト
が
安
価
に
な
る
よ
う
な
取
引
態
様
が
求
め
ら
れ
、
効
率
的
違
反
を
支
持
す
る
論
者
は
、

A
↓

B
↓
C
よ

り
も
A
↓

C
の
方
が
安
価
だ
か
ら
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

A
l
B
聞
の
契
約
違
反
に
よ
る
コ
ス
ト
へ
の
配
慮
が
稀
薄
で
あ
る
。

ま
た
第
三
に
、
司
角
川
ユ
自
白
口
論
文
で
は
、

A
が
の
町
内
向
宮
司
凹
g
円
n
F
q
h
w
g
-
4
m
w
m巾
円
で
あ
る
か
ら
、

A
に
契
約
違
反
さ
せ
る
方
が

n
v
g宮
司

だ
と
さ
れ
て
、
情
報
入
手
等
に
関
す
る
価
値
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
証
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
逆
に
、

B
の
効
用
と

C

の
効
用
と
の
比
較
は

B
に
判
断
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
方

Q
R
Z円
(
一
九
八

O))
も
充
分
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
四
に
、
効
率
的
違
反
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
余
剰
利
益
(
印
民
主

g)
を
、
違
反
者
A
に
帰
属
さ
せ
て
よ
い
(
そ
れ

と
も

A
に
は
帰
属
さ
せ
な
い
)
と
い
う
分
配
(
仏
佐
々

g
E
Eロ
)
上
の
相
違
点
も
出
る
た
め
に
、
契
約
違
反
の
方
が
パ
レ

l
ト
優
位
(
匂
包
括

g

と
は
言
え
な
く
な
る
と
の
問
題
が
あ
る
。

m
C匂

21H。
吋
)

そ
し
て
第
五
に
、
効
率
的
契
約
違
反
を
促
す
こ
と
に
は
、
取
引
第
三
者
へ
の
影
響
(
外
部
的
効
果
)
|
|
社
会
的
影
響
ー
ー
ー
が
生
ず
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
と
い
う
問
題
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
は
、

Umw口
問
。
ユ
げ
論
文
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

北法38(5-6・II・280)1630



そ
の
後
、
宮
ω
g
o
-
-
(
一
九
八
二
)
、
出
ω
q
g
(
一
九
八
四
)

n
L
 

ら
も
指
摘
し
て
い
る
。

[
よ
り
基
本
的
な
い
し
方
法
論
的
批
判
]

そ
し
て
さ
ら
に
、
効
率
的
契
約
違
反
理
論
(
及
び
そ
の
反
映
と
し
て
の
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
の
限
定
)

に
対
し
て
は
、
経
済
学
の
導
入

に
よ
る
効
率
性
を
基
軸
と
し
た
費
用
分
析
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
に
対
す
る
疑
問
を
投
じ
う
る
こ
と
は
、
昨
今
の
議
論
か
ら
も
示
さ
れ
て

、A
j

〉
。

‘v
・4
4

契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

例
え
ば
、
第
一
は
、
「
所
得
分
配
L

の
問
題
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
契
約
侵
害
の
不
法
行
為
を
認
め
る
こ
と
の
実

際
上
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
第
三
者
を
訴
え
る
ル

l
ト
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
引
当
財
産
を
殖
や
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
点
は
、
契

約
相
手
方
が
し
ば
し
ば
無
資
力
で
あ
る
と
い
う
実
情
に
鑑
み
る
と
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
夙
に

F
C
E
-
3
4〈
・
の
苫
判
決
で
も
意
識
さ
れ
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
者
の
不
法
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
、
現
実
に
は
契
約
上
の
訴
権
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

判
例
分
析
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
従
っ
て
、
契
約
法
上
の
救
済
が
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
を
薄
く
し
て
よ
い
と
い
う
論
法

(口。呈
Z
m
論
文
)
に
は
問
題
が
あ
る
)
。
し
か
し
、
経
済
分
析
モ
デ
ル
で
は
各
人
の
所
得
の
相
違
の
問
題
は
視
野
外
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、

モ
デ
ル
の
論
理
で
は
、

C
の
出
揖
に
よ
り

(
A
の
契
約
責
任
を
通
じ
て
)
B
の
保
護
が
は
か
ら
れ
る
は
ず
な
の
に
、
現
実
に
は

B
は
保
護
を
受

け
ら
れ
な
い

(
A
は
金
員
を
他
の
目
的
に
費
消
す
る
)
と
い
う
「
モ
デ
ル
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
L

が
間
々
生
じ
う
る
。
こ
れ
は
、
資
源
配
分
の

問
題
だ
け
に
限
定
し
て
「
弱
い
価
値
判
断
」
を
目
指
し
た
厚
生
経
済
学
の
手
法
に
伴
う
問
題
で
あ
り
、
不
法
行
為
の
存
否
を
論
ず
る
際
に
無

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
第
二
に
、
今
日
の
種
々
の
契
約
関
係
(
殊
に
継
続
的
契
約
の
場
合
)
は
、
効
率
的
違
反
論
者
が
説
く
知
く
、
単
に
損
害
賠
償
を
す
る

だ
け
で
清
算
さ
れ
る
と
言
え
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
履
行
又
は
損
害
賠
償
と
い
う
契
約
主
体
の
「
自
由
な
選
択
」
に
よ
り
生
成
、
消
滅
す

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
点
で
、
関
係
理
論
を
提
唱
し
て

北法38(5-6・n. 281) 1631 



説

い
る
円

H
N
-
E
R
5ロ
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
(
新
古
典
派
モ
デ
ル
)
は
そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
な
す
現
実
の
複
雑
な
関
係
を
無
視
し

て
い
る

(
Z
Z
Eロ・
0
E豆
諸
ヨ
色
色
で
あ
る
と
す
る
)
と
し
て
、
社
会
学
的
研
究
か
ら
、
経
済
分
析
的
手
法
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
い
て
、

論

興
味
深
い
。
そ
し
て
、
効
率
的
違
反
に
対
し
て
は
、
協
同
性
(
。
。
。
胃
E
Z。
ロ
)
な
い
し
関
係
(
耳
目
白
昨
日
O
ロ)

に
偏
し
た
考
え
方
で
あ
る
と
批
判
し
て
お
り
、
ホ
モ

1
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
的
な
効
率
性
モ
デ
ル
に
対
す
る
一
つ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

注
目
す
べ
き
潮
流
で
あ
針
「
関
係
理
論
は
、
単
に
経
済
分
析
批
判
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
構
造
論
(
例
え
ば
、
個
人
・
社
会
・
国
家
の
相
互
の

へ
の
配
慮
を
欠
い
た
個
人
主
義

関
係
・
位
置
づ
け
、
官
僚
論
|
|
官
僚
の
拡
大
と
契
約
規
範
と
の
関
係
、
共
同
体
論
|
|
呂
田

Em--
は
共
同
体
主
義
者

(
g
g
B
E
E『
宮
ロ
)
で
あ
る
)

に
も
射
程
を
及
ぼ
す
奥
行
の
あ
る
理
論
で
あ
引
が
、
契
約
関
保
の
重
要
性
を
説
く
本
稿
の
立
場
に
も
有
益
な
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、

今
後
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
第
三
に
、
法
哲
学
的
に
は
、
「
正
義
」
の
実
現
の
仕
方
と
し
て
効
率
性
を
偏
重
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
を
提
起
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
効
率
性
(
丘
町

E
g
q
)
を
至
上
目
的
と
し
て
、
契
約
を
そ
の
実
現
の
た
め
の
道
具
(
吉
弘

2
5
2
5
と
し
て
把
え
る
「
目
的

l
手
段
」

(
お
)

的
思
考
様
式
(
パ
ラ
ダ
イ
ム
)
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
契
約
遵
守
の
倫
理
・
道
義
の
軽
視
に
対
す
る
不
満
と
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
関
連
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
周
知
の
知
く
、
近
時
は
盛
ん
に
権
利
主
義
的
正
義
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
効
用
主
義
(
功
利
主
義
)
に
括
抗
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
功
利
主
義
が
社
会
全
体
の
利
益
を
重
視
し
て
所
与
の
所
得
分
配
へ
の
関
心

が
稀
薄
で
あ
る
こ
と
を
衝
い
て
、
個
人
(
自
律
性
あ
る
道
徳
的
人
格
)
の
自
由
・
権
利
及
び
財
産
(
胃
。
胃
え
可
)
の
保
護
そ
れ
自
体
を
目
的
と

し、
8
}そ
れ
に
よ
り
「
秩
序
あ
る
社
会
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
ぶ
「
そ
し
て
、
不
法
行
為
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
経
済

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
ヨ
え
岳
角
の
相
互
性
(
月
三
胃

oaq)
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
及
び
何
回
】
・

2
0
E
の
矯
正
的
正
義
論
は
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
を
探
る
と
、
近
時
の
哲
学
的
潮
流
と
符
合
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
岡
山
邸
主
回
の
「
公

正
と
し
て
の
正
義
」
の
第
一
原
理
[
基
本
的
諸
自
由
へ
の
平
等
な
権
利
]
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
後
者
は

zs-nw
の
強
い
影
響
ー
ー
ー
ひ
い
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

て
は

F
R
Z
の
自
然
権
思
想
の
影
響

|
i
の
下
に
自
由
尊
重
主
義

(EZユ
町
一

g
u
B
)
の
立
場
か
ら
、
個
々
人
の
原
初
的
権
原
(
C
ユ
包

E-

B
Z
2
8出
口
同
)
及
、
び
自
律
性
(
古
島
〈

E
E
-
E
g
g
g可
)
を
強
調
す
る
一
環
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
考
え
方
の
復
権
及
び
そ
の
権
利
・
財
産
保
護
の
主
張
の
延
長
線
上
で
把
え
う
る
官
。
匂

q
q
g巴
苫
広
に
よ

る
契
約
侵
害
法
理
の
基
礎
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
私
は
、
契
約
侵
害
の
理
念
的
基
礎
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
伝

統
的
な
「
自
由
競
争
」
の
観
念
(
例
え
ば
、
』
・

ω-z---の
考
え
方
)
|
|
競
争
と
倫
理
と
の
融
合
的
理
解
ー
ー
ー
に
求
め
、
そ
れ
が
保
守
的
論

者
か
ら
説
か
れ
る
論
理
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
昨
今
の
状
況
は
そ
れ
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で

示
唆
的
で
あ
る
。
哲
学
的
に
な
い
し
政
治
的
に
い
か
な
る
立
場
を
と
る
べ
き
か
は
、
難
問
で
あ
り
、
こ
こ
で
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
仮
に

Z
R
W
W
の
如
く
徹
底
し
た
考
え
方
を
採
ら
な
く
と
も
、
同
州
出
者

-pudg岳
山
口
の
よ
う
な
や
や
折
衷
的
な
立
場
)
(
「
格
差
原
理
」
(
マ

ク
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
)
及
び
「
平
等
な
配
慮
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
福
祉
国
家
観
に
繋
が
り
う
る
)
か
ら
も
、
効
率
的
分
析
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
り
、
契
約
の
保
護
に
積
極
的
な
立
場
が
導
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
「
経
済
の
前
提

と
し
て
の
法
」
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
伺
)
例
え
ば
、
何
回
宮
E
P
S、
ミ
ロ
O
芯

2
2
S
3・
三
勾
で
は
、
契
約
法
上
の
期
待
利
益
の
賠
償
に
は
法
理
上
の
制
限
が
伴
い
、
市
場
性
の
な
い

も
の
の
場
合
に
は
、
寸
不
確
実
で
あ
る
(
印
℃

R
丘
三
宮
市
)
」
と
し
て
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
い
損
害
も
あ
る
と
す
る
。

(
的
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
井
宣
雄
・
損
害
賠
償
法
の
理
論
(
一
九
七
一
)
二
エ
ハ
l
一三

O
頁
、
望
月
礼
二
郎
・
英
米
法
(
現
代
法
律
学
全
集
)

ご
九
八
二
四
一

O
l四
一
四
頁
な
ど
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
が
既
に

F
Z
S
Z可
〈
・
の
苫
判
決
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に

値
す
る
で
あ
ろ
う
(
拙
稿
・
前
掲
さ
己
法
協
一

O
二
巻
二
一
号
(
一
九
八
五
)
二
三
五
九
頁
参
照
)
。

(
叩
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
。
・
〉
・
司
白
「
σR-
同

s
a
s包
括
同
官
同
引

g
き
さ
匹
町
内

aqssミ
ミ
む
さ
も
S
S
H
o
e
bむき魚崎
-SHV司
、
切
ミ
扇
町
』
。
¥

noa
マR
F
E
〈
〉
円
、
.
同
州
岡
山
〈
・
に
戸
田
仲

E
E
E
E
(呂∞
O
)

一
回
・
刀
・
玄
白
n
s
p
h弘
司

Q
S
H
N
W
S
R
p
b
¥
n
S
H『
b
h
H
U
Q為
N
S
S
F
F同
め
守
、
品
∞
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説

〈
〉
-
F
・
何
回
〈
市
Y
R
戸
白
同
甲
山
J
N
I
l

由一山∞合唱
m
w
N
)

一開閉】印丹色
P
品川刷、ミロ
O
同
町
出
ゲ
国
同

ω品(]{甲山山吋)・

(
冗
)
財
の
流
れ
と
し
て
は
、
特
定
履
行
の
場
合
に
は

A
↓

B
↓

C
、
契
約
違
反
の
場
合
に
は

A
↓
C
、
契
約
解
消
の
場
合
に
は
A
↓

B
↓

A
↓

C
と

な
る
。

(η)
匂町問、伺宮、お
N

ロ
o
Z一品
ω
・

(η)
明
白
『

σ
2・
削
る
ミ

B
R
苫
(
冨
∞
。

)-azE-

(引け)同九・回同

HKH印品
lHAH印印・

(
市
)
め
町
m
w
M
お
も
『
ぬ
ロ
。
件
。
印
品
・

(
初
)
冨
R

R
己、印刷、

s
g
g
さ
(
H
S
N
)
、
三
百
∞
巾

2
2・u
ド
ナ
ル
ド
・
ハ
リ
ス
「
法
的
諸
問
題
の
解
明
の
た
め
の
経
済
学
上
の
視
角
の
活
用
L

法

社
会
学
三
六
号
(
一
九
八
四
)
八
三
頁
。

(π)
拙
稿
・
前
掲
(
三
)
法
協
一

O
二
巻
一
二
号
(
一
九
八
五
)
二
三
四
三
頁
、
二
三
五
九
1

二
三
六

O
頁
参
照
。

(
花
)
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
(
四
)
法
協
一

O
一
ニ
巻
一
号
(
一
九
八
六
)
一

O
七
|
一

O
八
頁
参
照
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
前
述
し

た
判
決
例
(
注
(
日

)
1
(日
)
参
照
)
に
珍
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

(
円
)
匂
町
p
h
m
h
t
v
『hN
ロ。丹市品∞一-

(
剖
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
今
井
賢
一
他
・
価
格
理
論
H
(現
代
経
済
学
2
)
(
一
九
七
ご
一

O
O頁
、
平
井
宜
雄
「
法
政
策
学
序

説
同
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
一
八
号
二
九
七
六
)
一
一
ニ

O
l
一
三
一
頁
、
同
・
法
政
策
学
ご
九
八
七
)
一

O
五

一

O
七
頁
参
照
。

(
剖
)
同
・
岡
山
・
冨
R

5日
y
h
gき
さ
円
与
さ
す
な
ミ
む
お
き
え
き

~~~SROS的
~
N
H
h

忌
ロ
喝
さ
宗
塁
、
苦
」
〈
同
町
、
k
v
『
ぬ
‘
垣
内
F
Q宮
古
ミ
芯
ヨ

AHMも
ぬ
可
ミ
器
、
一
吋
印

Z
当

d
-
H
b
m開〈
'HCH∞
(
同
混
同
)
で
は
、
新
古
典
派
モ
デ
ル

|

l
単
一
的
モ
デ
ル

(
S
E同5
g
a
m
-
)
と
す
る
ー
ー
に
は
、

適
用
上
の
問
題
が
あ
り
、
事
態
が
複
雑
化
す
る
と
そ
の
正
確
さ
に
は
限
界
が
生
ず
る
と
し
て
、
現
代
的
契
約
関
係
に
も
留
意
し
た
多
面
的
考
察
を

説
い
て
い
る
。

(
但
)
戸
宮

R
B
P
S守
Q
5
5
弓
(
H
S
N
)
w

回
二
∞
∞
そ
し
て
、
別
著
で
は
、
契
約
上
の
連
帯
性
、
社
会
秩
序
と
の
調
和
等
は
、
日
-
白
色
。
ロ
か
ら
生
ず

る

8
5
5
0ロ
ロ
。
円
足
弱
で
あ
る
と
し
、
継
続
的
取
引
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
は
関
係
の
維
持
・
調
和
と
し
て
、
一
層
強
調
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
(
斗
EW

Z
E弓
ω
o
Q〉
F
n
o
z斗
H
P
R
4
1
1
1
〉

ZHZρ
口同開
4

ご
Z
、『C
富
。
ロ
何
回
z
n
o
Z
4
-
g
n叶
巴
戸
別
戸
〉
ヨ

o
z
m
(呂∞
O
)

白昨日
N
-

昆
l
g・
2
2凹
2
・
)
。
さ
ら

に
、
同
書
を
敷
街
す
る
そ
の
後
の
論
稿
で
は
、
「
連
帯
性

L
g
o
-
-
E司
芝
、
)
は
「
相
互
性
」

(Zn-官
。
門
広
三
と
並
ん
で
、
本
質
的
な
行
動
原
理
で

論
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契約侵害(債権侵害)に関するアメリカ法の近時の動向

あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
契
約
上
の
連
帯
性
」
は
重
要
な
一
般
契
約
規
範
だ
と
す
る
(
5
ε
8
3
D
a
S
与
同
誌
な
さ
ら
E
S丸
岡
H
尽
き
主
詰
Z
d
『
-

c
r
河内〈ωAFC-由同ω品∞IωAHU(邑∞ω))。

(
回
)
木
下
毅
「
日
米
比
較
私
法
序
説
」
藤
倉
編
・
英
米
法
論
集
(
田
中
還
暦
記
念
)
(
一
九
八
七
)
三
七
三
1
三
七
四
頁
で
は
、
前
注
の
著
書
を
指
し

て
、
法
の
成
長
・
発
展
を
社
会
と
の
関
係
で
経
験
主
義
的
に
把
虚
し
よ
う
と
す
る
寸
法
と
社
会
」
研
究
の
画
期
的
業
績
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
同
・
ア
メ
リ
カ
法
[
一
九
八
五
l
一
ニ
二
三
四
頁
も
参
照
。

(
剖
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
冨
R
ロ
巾
己
L
R
Y
Q
g
Z
∞
N
2
z
s
e
回
二
日
l
a
印
噌
ω
苫
1
ω
∞
グ
ω
S
l
台
∞
一
色
P
N
W
N
q
m
S
門
司
Q
Q
w
h民営
S
罫
戸

hHah叫

E
S
S
S
H
e
l
l
t
h
ミ
ミ
吋
.
s
s
匁
ミ
町
、
話

zt司
C
-
F
月
間
〈
-
C
O
D
(
E
E
l
∞
印
)
・
己
申
C
C
l
宮山
-
U
2
m
Z
2
・
参
照
。
な
お
、
立
場
は
異
な
る
が
、

契
約
「
関
係
」
の
重
要
性
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
は
、
〈
-
-
M
・
の
c
E
Z
司
m
w
M
2
む
さ
号
、
室
町
さ
g
h
崎
町
、
同
町
内
む
き
さ
吟
同
J
p
g
q
b
¥
D
S
H
『
R
F
H
C

}
開
。
。
z
'
Z
E
虫
色
合
唱
呂
)
一
色
O
J

河
内
F
H
S
S
~
?
円
F
A
N
S
胃
~
阿
川
町
む
き
さ
E
S
h
同
む
さ
豆
町
H
n
G
おき
S
W
N
ω
〉
玄
切
何
回
〉
〈
【
。
同
〉
「
ω
Q
開
Z
4
5
4

ωω
寸

(
E
g
)
一
。
・
君
主
同
g
g
p
守
ぬ
ま
扇
町
立
o
s
-
む
た
同
町
む
き
さ
門
的
~
M
2
h
R
C
S
同
S
S
内
向
。
¥
む
ミ
『
R
H
S
~
同
S
S
S
N
N
』

-ct司h
w
押
。
z

N
ω
ω
(
5
3
)
な
ど
参
照
。
ま
た
、
取
引
関
係
に
が
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
個
人
的
な
関
係
が
基
礎
を
な
す
と
し
て
、
非
契
約
法
的
[
非
法
律
的
]

な
側
面
に
注
目
す
る
l
l
!
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
例
え
ば
、
契
約
違
反
に
よ
る
社
会
的
評
判
(
印
R
U
ご
3
Z
仲
良
一
。
ロ
)
の
失
墜
と
い
う
こ
と
は
無

視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
l
!
ω
-
E
R
E
-
ミ
の
社
会
学
的
業
績
(
ミ
ミ
?
む
ミ
ミ
ミ
喜
一
P
E
R
S
之
s
h
w
a
3
2
~
み
手
h
h
s
s
b
o
ふ
S
A
R
N
∞

〉
玄
ω
。
。
。
戸
田
凶
〈
・
日
印
(
5
8
)
一
同
町
内
h
b
ミ
h
h
c
b
号
、
同
町
選
』
V
R
3
.
s
~
3
.
一
三
認
定
師
、
g
h
同
H
b
町
内
。
還
交
R
H
H
.
月
見
山
町
的
ミ
(
リ
ミ
マ
R
F
H
H
円
、
〉
毛
色
町
ω
。
。
・
見
開
〈

印
。
吋
(
同
君
主
弘
司
柏
町
さ
H
U
H
-
3
.
2
~
志
向
さ
矢
内
室
マ
ロ
門
戸
邑
∞
印
者
-
m
・
円
・
河
開
〈
ム
缶
)
も
、
同
様
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
数
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
例
え
ば
、
問
〉
・
司
〉
同
Z
室
、
。
問
、
吋
戸
。
。
2
4
E
j
n
a
(
呂
∞
N
)
閉
口
・
ω
匂
・
∞
冨
で
も
、
契
約
法
の
経
済
分
析
の
短
所
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
さ
ら
に
、
経
済
学
導
入
の
興
隆
の
一
方
で
、
契
約
法
固
有
の
約
束
法
理
e
g
g
-
田
町
買
宮
己
主
巾
)
な
い
し
意
思
理
論
(
豆
-
ご
v
g
弓
え
円
。
ロ
昨
日
♀
)

の
復
権
を
説
く
有
力
な
流
れ
が
あ
る
お
-
E
g
o
-
。
。
Z
叶
同
R
叶
E
H
M
g
富
田
一
〉
、
H，
E
C
君
。
明
。
0
2
・
Z
R
↓
c
k
p
F
O
∞
巳
の
〉
↓
5
2
(
呂
∞
同
)
[
本

書
に
つ
い
て
は
、
木
下
毅
・
ア
メ
リ
カ
法
[
一
九
八
三
1

一
己
二
六
四
頁
以
下
参
照
]
)
こ
と
に
も
、
注
意
さ
れ
よ
う
。

(
部
)
塩
野
谷
祐
了
価
値
理
念
の
構
造
|
|
効
用
対
権
利
(
一
九
八
四
)
一
九
頁
で
は
、
「
効
用
対
権
利
」
と
い
う
論
争
は
、
一
八
世
紀
以
来
の
「
功

利
主
義
な
い
し
社
会
的
効
用
の
理
論
と
自
然
権
・
自
然
法
の
理
論
」
と
の
対
立
の
再
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
道
徳
概
念
と
し
て
の
善
(
幸
福
)

と
正
義
の
価
値
的
先
行
関
係
に
も
関
わ
っ
て
い
て
、
権
利
論
は
後
者
を
前
者
に
優
先
さ
せ
て
、
効
率
の
規
範
に
対
す
る
前
提
的
枠
組
を
与
え
る
も
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説

の
だ
と
さ
れ
て
い
る
(
同
書
四
五
二
頁
、
四
五
七
頁
、
四
六

O
頁
参
照
)
。

(
町
)
平
井
教
授
は
、
法
律
学
に
固
有
の
「
法

1
正
義
」
思
考
様
式
(
法
的
思
考
様
式
)
な
い
し
法
的
決
定
モ
デ
ル
の
核
心
と
し
て
、
個
人
〈
当
事
者
)

そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
、
他
者
と
の
比
較
の
下
に
正
義
公
平
を
考
え
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
(
「
『
法
の
解
釈
』
論
覚
書
」
加
藤
編
・
民
法

学
の
歴
史
と
課
題
(
来
栖
古
稀
)
(
一
九
八
二
)
八
九
頁
、
法
政
策
学
(
一
九
八
七
)
一
四
頁
、
五
九
1

六
O
頁
等
)
、
こ
の
点
で
は
権
利
主
義
的

正
義
論
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
槌
)
近
時
の
ア
メ
リ
カ
の
規
範
的
正
義
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
井
上
達
夫
「
正
義
論
L

現
代
法
哲
学
1
(
一
九
八
三
)
六
六
頁
以
下
(
同
・
共

生
の
作
法
(
一
九
八
六
)
一

O
一
頁
以
下
に
所
収
)
参
照
。

(
的
)
の
・
句
・

2
2
n
F
R
W
M吋RM
m
遣
問
的
的

Sh叫
q
ミ

e
s
pミ
同
J
P
8
9
呂
田
馬
〈
-
F・
百
円
〈
印
ω叶
合
唱
N
)
・
そ
の
大
要
は
、
小
林
秀
文
・
前
掲
(
一
一
)

志
林
八
一
巻
二
号
二
九
八
一
一
一
)
一

l
九
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(卯)旬、・

2
印
包
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
引
)
閉
山
〉
'
何
回
出
E
P
E
e
s
H
R
o
s
a
~
h
b
3
5
M
R
Y
a
b
ロ
o
Z
日
C

(

巴
吋
印
)
唱
曲
片
品
企
ロ
。
広
巴
唱
で
、
同
州

-zsww
の
立
場
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
お
り
、

ao--(UrNSミ

hssh同町
。
ミ
同
町
民
号
、
S
R
R
M
R
Y
b
口
。
芯
印
C

(
邑
叶
申
)

w

由
同
品
∞
吋
品
∞
∞
で
も
、
自
説
を

-
F
R
E江
田
口
同
町
巾
O
弓
と
称
し
て
、
個
人
の

自
由
及
び
財
産
(
望
。
宮
ユ
可
)
の
保
護
を
強
調
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
強
制
的
取
引
(
同

O
R
E
Z各
国
ロ
m巾
)
」
の
許
容
と
い
う
形
で
、
功
利
主

義
的
要
請
と
の
調
和
・
折
衷
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
る
な
足
、
吋
〉
甲
内

2
8司
認
可
b
B
o
s
s
-
巳
ωω
∞
ω
昆
い
お

lze。

(
位
)
拙
稿
・
前
掲
(
三
)
法
協
一

O
ニ
巻
一
二
号
(
一
九
八
五
)
二
三
六

O
頁
、
同
・
前
掲
(
五
)
法
協
一

O
三
巻
二
号
(
一
九
八
六
)
三

O
三
1
三

O
四
頁
参
照
。

(
問
)
例
え
ば
、
佐
々
木
毅
・
現
代
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
(
一
九
八
四
)
一
一
二
頁
、
一
九
七
頁
、
二
二
六
頁
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
哲
学
的
立

場
と
し
て
、
河
担
当
-
f
U君
。
再
宮
に
言
及
さ
れ
る
が
、
他
方
で
、
ロ
ッ
ク
的
伝
統
を
引
く
、
権
利
主
義
・
個
人
主
義
の
立
場
で
あ
る
と
も
さ
れ
て

い
る
(
同
・
保
守
化
と
政
治
的
意
味
空
間
|
|
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
考
え
る
|
i
(
一
九
八
六
)
一
四
三
頁
)
。

(
叫
)
落
合
仁
司

1
浜
田
宏
一
「
法
の
論
理
、
経
済
の
論
理
」
現
代
法
哲
学
3
(
一
九
八
三
)
三
二

O

三
二
一
頁
、
三
二
三
頁
。
そ
こ
で
は
、
こ
の

側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
の
が
、
司
〉
・
出
国
可
mw
の
「
自
生
的
秩
序
(
印
句
。
ロ

g
E
0
5
。
丘
巾
吋
)
」
の
主
張
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
嶋
津
格
・

自
生
的
秩
序
|
|
ハ
イ
エ
ク
の
法
理
論
と
そ
の
基
礎
(
一
九
八
五
)
一

O
七
頁
以
下
参
照
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

論
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The Recent Movement of the Tort of Interference 

with Contractual Relations in the U.S.A. 

KunihiJ王oYOSHIDA* 

The focal point is as fol1ows : whether or not a person who interferes with 

a certain contractual relationship (his competitor's contractual right) is held liable， 

even though he does not use unlawful means to do so. 

1. The Case Law 

The attitude of American courts is almost the same as that in England， which was 

examined in my previous article. That is， the Lumley v. Gye principle has been 

accepted in almost al1 the states in the U.S.A.， so that the unlawful.means test has 

not been adopted. And interestingly enough， some judges award broader protec. 

tions compared to English law in some cases， such as unenforceable contracts or 

contracts terminable at will. As for the basis of this tort， the need for contractual 

stability or business morality has been mentioned. 

The interference tort has been discussed in many situations， including labor 

disputes and unfair competitions. Examples are : (1) infringement of exclusive 

dealing ; (2)“picking.out" (acquiring employees from a competitor ; violation of 

non.compete clauses ; disclosure of confidential information); (3) interference with 

real estate brokerage contracts ; (4) inducing termination of employment at will 

contract ; (5) successive dealings. (Labor disputes are now regulated by federal 

law.) 

II. Recent Changes in Legal Scholarship 

Although scholars traditional1y support the position taken in the case law，a 

different view has been advanced in the 1980's by law & economics theorists.They 

have introduced into this field the idea of efficient breach of contract， i. e.， that 

value.maximizing breach should be encouraged. Therefore， according to this view， 

the ambit of the interference tort should be restricted to the effect that tortious 
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liability can be established only when an unlawful act is done. Of course， even 

nowadays， those who support the case law position are making strong arguments 

against the efficient breach theory from the viewpoint of property analysis. 

III. Some Observations 

The restrictive opinion by way of economic analysis， which conflicts with the idea 

of relational protection， se色msto be unacceptable for the following reasons. 

To begin with， there are several problems with the cost-benefit analysis， i 

e.， the way in which micro-economic model is to be applied. For example， the 

costs of dispute resolution (esp. litigation costs) and externalities to third parties 

are not satisfactorily considered in the efficient breach theory. 

Furthermore， it seems to me that there are also methodological problems in 

this approach. Firstly， the distributional question is beyond the scope of the 

economic model， although it is crucial from a practical viewpoint when we decide 

tort liabilities. Secondly， it should be noted that relational theorists， most promi-

nently Prof. 1. Macneil， criticize this model as relation-omitting from a sociological 

viewpoint. Thirdly， contrary to the instrumental way of thinking which includes 

the efficiency theory， the property or right analysis is also to be considered from 

a jurisprudential viewpoint‘ 
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